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第３章 高齢者施策の方向性 

１ 基本理念 

 

 

＜基本的な考え方＞ 

団塊の世代（1947 年～1949 年生まれ）のすべてが 75 歳以上となる令和７（2025）

年、本区の高齢化率は国や東京都よりも低いと推計されるものの、高齢者人口の増加が

続いていると見込まれます。また、国の高齢者人口は、いわゆる団塊ジュニア世代

（1971 年～1974 年生まれ）が 65 歳以上となる令和 22（2040）年頃にピークを

迎えると推計されています。本区においては、令和２（2020）年現在、団塊ジュニア

世代を含む本区人口の４割を占める 30～40 歳代が将来的に壮年期から高齢期に順次

移行していくことにより、高齢者人口の増加がさらに進んでいくため、今後も要介護・

要支援認定者が増加し、医療・介護需要はより一層高まると考えられます。そこで、

2025 年に向けて、さらにはその先の 2040 年も見据えて、元気なうちからの健康づ

くり、就労を含む社会参加1 などにより高齢者の生活の質を維持し、健康寿命を延伸す

る取組が重要となります。 

第７期計画では、令和７（2025）年の高齢者を取り巻く状況を想定し、“互いに支

え合い、自分らしくいきいきと暮らせるまち”を基本理念として、地域包括ケアシステ

ムの「介護予防」・「生活支援」・「医療」・「介護」・「住まい」の５つの分野ごとに基本目

標を掲げ、施策を実施しました。各分野における施策の事業目標は概ね達成されていま

すが、今後さらに多様化すると考えられるニーズ等を踏まえると、地域住民・団体・企

業などのさまざまな主体のより一層の参画をもって、高齢者施策を進めることが課題と

なっています。 

また、国においては、高齢化の急速な進展と認知症高齢者の増加が見込まれる中、「認

知症施策推進大綱」を令和元（2019）年６月に取りまとめ、令和２（2020）年６月

介護保険法等改正では認知症施策の地域社会における総合的な推進を地方公共団体の

役割としました。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の際には、多くの高齢者が長期の外出

自粛を余儀なくされ、健康づくりへの取組が難しくなり、生活の不活発などによる大き

な影響を受けました。今後は、感染拡大防止を踏まえた生活に対処できるような新たな

視点で施策を展開していく必要があります。 

このような課題を踏まえ、第８期計画では、第７期計画の基本理念“互いに支え合い、

自分らしくいきいきと暮らせるまち”を引き継ぎつつ、令和７（2025）年、令和 22

（2040）年を見据え、高齢者が医療や介護を必要としない健康な状態を維持できるよ

う健康づくり（介護予防）への取組をさらに推進していくとともに、認知症施策を「認

知症ケア」としてひとつの基本目標に掲げ、より一層取組を推進していきます。 

そうしたことにより、中央区スタイルの「地域包括ケアシステム」をさらに深化させ、

「健康づくり（介護予防）」・「生活支援」・「認知症ケア」・「医療」・「介護」・「住まい」

の６つの視点からそれぞれの施策を実施していきます。 

                                     
1 令和元（2019）年「中央区高齢者の生活実態調査」によると働いていたいと思う年齢は「健康が

続く限り」が28.8％と最も高い。 

互いに支え合い、自分らしくいきいきと暮らせるまち 
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さらに、地域共生社会の実現に向け、地域のさまざまな担い手や関係機関が連携して

高齢者を見守り、支え合い、助け合うことができる体制づくりに取り組んでいくことに

より、高齢者が住み慣れた地域で安心して最期まで自分らしく生活できるよう、今後３

年間の高齢者施策を推進していきます。 

 

 

 

 

地域包括ケアシステムについて 

 
○この植木鉢図は、地域包括ケアシステムの 5 つの構成要素（住まい・医療・介護・

予防・生活支援）が相互に関係しながら、一体的に提供される姿として図示したもので
す。 

○本人の選択が最も重視されるべきであり、本人・家族がどのように心構えを持つか
という地域生活を継続する基礎を皿と捉え、生活の基盤となる「住まい」を植木
鉢、その中に満たされた土を「介護予防•生活支援」、専門的なサービスである「医
療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健•福祉」を葉として描いています。 

○介護予防と生活支援は、地域の多様な主体によって支援され、養分をたっぷりと蓄
えた土となり、葉として描かれた専門職が効果的に関わり、尊厳ある自分らしい暮
らしの実現を支援しています。 
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第８期計画では、第７期計画の取組や令和元（2019）年度に実施した生活実態調査結果な

ど、さまざまな状況から見えてきた課題を踏まえ、施策を展開していきます。 

○在宅介護を含め日常生活の中で、世代を超えて互いに支え合う地域づくり 

○介護保険や生活の困りごとなどを相談できる仕組みを一層浸透させる 

○健康寿命延伸のため、自ら（または主体的に）取り組める身近な活動の場 

○高齢者向けの就労支援、就業機会の拡大 

生活実態調査 第7期の進捗状況 国や都の動向 

第8期に必要とされる課題 

高齢者を取り巻く状況 

  

○認知症施策推進大綱による「共生」と「予防」を両輪とした認知症への取組 

○認知症の進行を緩やかにするための予防の取組を浸透させる 

○認知症になっても住み慣れた家で暮らしていけるよう、地域の理解を広め、

サポートする地域づくり 

○在宅介護を支援するため、介護者が継続的に介護できるための環境整備 

○介護サービスの質を維持し、介護人材を確保する 

○地域で安心して住み続けられるよう多様な住まい方の提案 

介護予防 

  

  

  

介護 

住まい 

  生活支援 

認知症ケア 

○住み慣れた地域で最期を迎えることができるよう医療・ 介護の関係機関が連

携し、包括的 一体的なサービスを提供する 

  医療 
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２ 基本目標 

計画の基本理念を実現するため、第８期に必要とされる課題を踏まえた次の６つを

基本目標として、高齢者施策に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
互いに支え合う地域づくりを推進します 
  地域全体で高齢者を見守り、助け合い、支え合っていきます 

 
認知症ケアを推進します 
  認知症の人にもやさしい社会を目指します 

 

介護サービスの充実と人材確保を推進します 
  必要な人が必要なサービスを受けられる体制を整備します 

 
在宅療養の支援を推進します 
  介護が必要になっても自宅で生活できる体制をつくります 

 
健康寿命を延伸するため、健康づくり（介護予防）と 
社会参加を推進します 
  心身ともに健康な状態を維持し、就労や社会参加の機会をつくります 

目標１ 健康づくり（介護予防) 

目標２ 生活支援 

目標３ 認知症ケア 

目標４ 医療 

目標５ 介護 

目標６ 住まい 
 

安心して生活できる住まいの確保を支援します 
  住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援します 
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基本理念 

３ 施策体系 

 

 

基本施策 基本目標 主な事業 

健康寿命を延伸するため、 

健康づくり（介護予防）と 

社会参加を推進します 

互いに支え合う地域づくりを 

推進します 

認知症ケアを推進します 

介護サービスの充実と 

人材確保を推進します 

在宅療養の支援を推進 

します 

安心して生活できる住まいの 

確保を支援します 

互
い
に
支
え
合
い
、
自
分
ら
し
く
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち 

目標１ 健康づくり（介護予防) 

目標２ 生活支援 

目標 3  認知症ケア 

目標４  医療 

目標５  介護 

目標６  住まい 

(1) 多様な健康づくりの推進 
①【重】中央粋なまちトレーニングの普及 ②健康づくりの普及・啓発 ③各種健康づくり教室・講座等の実施  
④「さわやか体操リーダー」および「元気応援サポーター」の育成・活用 

(2) 健康管理と介護予防の支援 

(3) 社会参加・生きがいづくりの促進 

(4) 高齢者の就労支援 

①各種健康診査等 ②生活習慣病予防 ③「基本チェックリスト」、「フレイル予防健診の質問票」等による高齢者のフ
レイル予防や健康づくり支援 ④フレイル・認知症予防に向けた取組 ⑤【重】高齢者通いの場支援事業 

①【重】「退職後の生き方塾」の開催および活動支援 ②「元気高齢者人材バンク」登録者の活動支援 ③【重】セカンドライフ応援
セミナー ④いきいき館の運営 ⑤高齢者クラブの活動支援 ⑥シニアセンターの活用 ⑦区民カレッジの開催 ⑧多世代交流の推進 

①シルバー人材センター ②無料職業紹介所シルバーワーク中央 ③高年齢者合同就職面接会  
④高齢者雇用企業奨励金 

(2) 安心・見守り体制の拡充 
①民生・児童委員による「ひとり暮らし高齢者等調査」②【重】地域見守り活動団体（あんしん協力員会）による見守り
活動 ③【重】協定締結事業者による見守り活動 ④一人暮らし高齢者等の安心・安全を支援する事業 ⑤認知症高齢者
の見守りサービス ⑥行方不明高齢者捜索ネットワーク ⑦ごみ・資源のふれあい収集 ⑧いきいき館の運営 
⑦いきいき館の運営 

(3) 住民どうしで支え合う生活支援サービスの充実 

(1) 相談・支援体制の充実 

(4) 避難行動要支援者対策の推進 

①高齢者通いの場支援事業 ②虹のサービス ③入退院時サポート ④暮らしの困りごとサポート ⑤【重】生活支援コーディネ
ーターによる取組の充実 ⑥【重】地域支えあいづくり協議体・支えあいのまちづくり協議体の活用 

①おとしより相談センターを核とした総合相談支援 ②【重】晴海おとしより相談センター（仮称）の整備 ③おとしよ
り相談センターの適切な運営・評価 ④包括的相談支援体制の構築 ⑤高齢者サービスの普及啓発 

①家具類転倒防止器具の設置 ②「災害時地域たすけあい名簿」の配付 ③【重】避難行動要支援者支援体制の整備  
④福祉避難所の整備 ⑤介護事業者と連携した災害・感染症対策にかかる体制整備  

(1) 認知症の相談・支援体制の充実 
①【重】認知症サポート電話およびおとしより相談センターにおける相談支援 ②「認知症初期集中支援チーム」による支
援 ③「認知症地域支援推進員」・「認知症支援コーディネーター」による認知症の方や家族等への相談支援 ④認知症疾
患医療センターとの連携 ⑤認知症高齢者の見守りサービス ⑥高齢者通いの場支援事業 ⑦生活習慣病予防 

(2) 認知症に関する普及・啓発の推進 

(3) 認知症の人を地域で支える体制の推進 

(4) 権利擁護の推進 

①認知症ケアパス「備えて安心！認知症」の活用 ②認知症関連パンフレット等を活用した出前講座の開催等 
③認知症の方本人の発信支援および認知症の理解促進 

①【重】認知症サポーター養成講座の開催 ②認知症カフェ（気軽に相談できる場）への支援 ③地域見守り活動団体（あ
んしん協力員会）による見守り活動  ④協定締結事業者による見守り活動 ⑤認知症支援における地域ケア会議の活用  
⑥【重】行方不明高齢者捜索ネットワーク  

①成年後見制度の普及・啓発 ②成年後見制度の利用支援 ③【重】社会貢献型後見人等の養成および受任促進 ④区長
申立ての実施 ⑤地域連携ネットワークの構築および中央区権利擁護支援推進協議会（仮称）の設置 ⑥高齢者虐待相談 
 

(1) 安心・安全な医療の確保 
①「かかりつけ医MAP」「かかりつけ歯科医マップ」の配布 ②地域医療体制整備のための医師会等との連携 ③休日等診療  
④在宅療養支援病床の確保 ⑤医療対応の緊急ショートステイサービス ⑥特別養護老人ホーム看護職員雇用費用の助成  
⑦災害時の応急救護体制の整備 

(2) 医療と介護の連携による在宅療養支援の推進 

(3) 在宅療養の普及・啓発 

①在宅療養支援協議会の開催 ②医療・介護サービス従事者の多職種連携  
③【重】「医療と介護の関係者の交流の場」の開催  ④医療・介護サービス資源の把握および情報提供  

①【重】区民向け在宅療養支援シンポジウムおよび講演会の開催 ②在宅療養支援訪問看護事業  
③訪問歯科・薬剤管理サービスの普及啓発 

(1) 在宅生活を支えるサービスの充実 
①「小規模多機能型居宅介護」の周知・利用促進 ②「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の周知・利用促進 
③区独自の在宅サービスの提供 ④リハビリテーション提供体制のあり方の検討 ⑤ショートステイ（短期入所生活介護・短
期入所療養介護）サービスの提供 ⑥緊急ショートステイ・ミドルステイサービスの提供 

(2) 介護保険サービスの質の向上 

(3) 介護人材の確保 

(4) 家族介護者等への支援 

①【重】介護給付の適正化 ②介護事業所への実地指導の実施 ③【重】地域ケア会議の開催 ④介護保険地域密着型サ
ービスの適切な運営 ⑤ケアマネジャーの支援 ⑥介護事業者の支援 ⑦介護事業者と連携した災害・感染症対策にかか
る体制整備 ⑧福祉サービス第三者評価受審費用の助成 ⑨介護サービス相談員派遣事業 
①【重】介護職合同就職相談・面接会 ②【重】介護人材確保支援事業 ③【重】介護職員等宿舎借上支援事業 ④介護
事業所の雇用・育成支援 ⑤ICT の利用促進 ⑥介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）における担い手の育成支
援 ⑦生活支援コーディネーターによる取組の充実 ⑧地域支えあいづくり協議体・支えあいのまちづくり協議体の活用 

①「介護者教室・交流会」の開催 ②就労介護者等を対象とした支援 ③介護事業者情報の提供 ④おとしより介護応援手当 ⑤介護者慰労
事業 ⑥ショートステイ（短期入所生活介護・短期入所療養介護）サービスの提供 ⑦緊急ショートステイ・ミドルステイサービスの提供 

(1) 安心・安全な住まいの整備促進 
①シルバーピア等の供給 ②サービス付き高齢者向け住宅等の供給誘導  
③【重】認知症高齢者グループホーム等の供給誘導 ④高齢者の入居を拒まない賃貸住宅の登録等の促進 

(2) 快適な住まいと住環境を確保するための支援 
①住み替え相談 ②高齢者の住み替え支援制度の一部費用助成による活用促進 ③住宅設備改善給付  
④緊急通報システムの設置 ⑤家具類転倒防止器具の設置 ⑥耐震補強等のための支援 

※【重】は重点事業 
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通院・入院

相談

中央区の地域包括ケアシステム推進体制における高齢者施策の体系図

支援

医療と介護の連携

地域の連携体制

サービスの提供 総合相談

おとしより相談センター
（地域包括支援センター）

支援

相談

中央区高齢者施策推進委員会

点検・評価

支援
参加

在宅医療の提供

地域包括ケアシステム

生活支援

●相談・支援体制の充実

●安心・見守り体制の拡充

●住民どうしで支え合う生活支援

サービスの充実

●避難行動要支援者対策の推進

目標２ 互いに支え合う地域づくりを推進します

地域見守り活動団体や

協定締結事業者による

見守り活動

施策

支援

団体等

■民生・児童委員

■町会・自治会

■地域見守り活動団体（あんしん協力員会）

■見守り協定締結事業者

■生活支援コーディネーター

■警察・消防署

地域支えあいづくり

協議体・支えあいの

まちづくり協議体の活用

相談 社会福祉協議会

生活支援コーディネーター等

参加

資源

重点

重点

重点

健康づくり（介護予防）

●多様な健康づくりの推進

●健康管理と介護予防の支援

●社会参加・生きがいづくりの促進

●高齢者の就労支援

目標1 健康寿命を延伸するため、健康づくり（介護予防）

と社会参加を推進します

関係

機関

・

施設

施策

■いきいき館

■高齢者クラブ・シニアセンター

■シルバー人材センター・シルバーワーク中央

■保健所・保健センター

■総合スポーツセンター・月島スポーツプラザ等

■社会教育会館

■ボランティア、NPO等

中央粋なまち

トレーニング

（粋トレ）の普及

通いの場

の充実

資源

介護

■居宅サービス事業者

■地域密着型サービス事業者

■施設サービス事業者

目標５ 介護サービスの充実と人材確保を推進します

●在宅生活を支えるサービスの充実

●介護保険サービスの質の向上

●介護人材の確保

●家族介護者等への支援

施策

介護サービス

事業者

ケアプランの

点検・質の向上

資源

認知症ケア

目標3 認知症ケアを推進します

●認知症の相談・支援体制の充実

●認知症に関する普及・啓発の推進

●認知症の人を地域で支える体制の推進

●権利擁護の推進

施策

■認知症地域支援推進員

■認知症支援コーディネーター

■認知症サポート電話

■認知症疾患医療センター

■中央区成年後見制度利用

促進協議会（仮称）・

成年後見支援センター

すてっぷ中央

相談

体制

認知症サポーター

の養成・活躍

成年後見制度

の普及促進

行方不明高齢者

捜索ネットワーク

資源

重点

重点

重点

支え合い

助け合い

見守り

支援

本人・家族

●安心・安全な住まいの整備促進

●快適な住まいと住環境を確保するための支援

■自宅（一戸建て・マンション）

■シルバーピア

■サービス付き高齢者向け住宅

■特別養護老人ホーム

■認知症高齢者グループホーム

■介護付有料老人ホーム

目標６ 安心して生活できる住まいの確保を支援します

施策

自宅等

住まい

住まい

連携

認知症カフェ等

医療

入院・外来・在宅医療

■病院

■診療所（かかりつけ医）

■歯科診療所

（かかりつけ歯科医）

■薬局（かかりつけ薬剤師）

■訪問看護ステーション

目標４ 在宅療養の支援を推進します

●安全・安心な医療の確保

●医療と介護の連携による在宅療養支援の推進

●在宅療養の普及啓発

施策

医師会

歯科医師会

薬剤師会

資源

ケアマネ

ジャー

ケアマネジメント
認知症初期

集中支援チーム

訪問・支援

中央区在宅療養支援協議会

重点

重点
重点

重点

重点

重点

重点

重点

重点

京橋おとしより相談センター

日本橋おとしより相談センター

人形町おとしより相談センター

月島おとしより相談センター
勝どきおとしより相談センター

晴海おとしより相談センター（仮称）
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４ ３年間の施策の方向性 

 

 

 

 

 

 

本区の人口は増加の一途をたどっており、高齢化率は低いものの、高齢者人口は着実

に増加しています。そのため、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年まで

は主に後期高齢者が増え続け、さらにそれ以降は、現在本区で最も人口が多い 30～40

歳代が高齢者層に順次到達し、高齢者が急増していくことが見込まれることから、令和

22（2040）年に向け、心身ともに健康な期間をできるだけ長く維持していくための

健康づくり（介護予防）施策の推進が求められています。 

また、人口増加に伴い、要介護・要支援認定者数は今後も増加すると見込まれること

から、介護保険サービスを必要としない自立した社会生活を維持していくための支援が

必要です。 

住み慣れた地域で健康に生活していくためには、元気なうちから健康に対する意識を

高め、健康づくりに取り組むことが重要です。 

一人一人が楽しみながら主体的に健康づくりに取り組めるよう、健康づくりに役立つ

さまざまな情報や多様なメニューを提供することで、健康づくりの場を広げていきます。

本区が独自に開発した介護予防プログラム「中央粋なまちトレーニング（略称：粋トレ）」

については、これまで、いきいき館2 や健康教室で普及を図っただけでなく、さわやか

体操リーダーや元気応援サポーターなどの区民の担い手による出前講座や動画配信サ

イトなども活用し、身近な場所や自宅でもできる健康づくりに努めてきました。今後も

多種多様な方法で普及を図りながら専門機関と連携した効果検証なども行い、区民の健

康づくり（介護予防）にさらに役立てていく必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大した際に、いきいき館で実施した職員

や講座の講師による動画配信など、外出が制限されているときでも自宅で健康づくりや

生きがいづくりができるように既存の事業を見直すなど、創意工夫を続けていくことも

重要です。 

さらに、若年期から健康管理を行い、食生活や生活習慣に関する正しい知識を持つこ

とが、生活習慣病の予防につながります。 

高齢者がいつまでもいきいきと活動し続けるためには、社会参加の促進や就労支援の

強化など、これまでの経験や能力をいかし、地域の中で活躍できる場や機会の充実を図

り、生きがいづくりを支援することが重要です。人生 100 年時代、仕事、学び、趣味、

地域活動などさまざまな場所で生きがいを持って活動できるよう、それぞれのライフス

テージに合わせた健康づくりや社会参加を促進し、健康寿命の延伸につなげていきます。 

                                     
2
 いきいき館：区内の敬老館の愛称。いきいき桜川、いきいき浜町、いきいき勝どきの３館があ  

る。区内の 60 歳以上の高齢者の憩いの場としての役割に加え、健康づくり、仲間づくり、生きがいづくりに  

つながるさまざまな講座やサービスを行い、高齢者の健康維持と福祉の増進を図っている。  

現状と課題 

 
健康づくり 

(介護予防) 目標１ 健康寿命を延伸するため、 
健康づくり（介護予防）と 

社会参加を推進します 
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（ １ ）多様な健康づくりの推進 

■ 高齢者がいつまでも健康であり続けられるよう、健康づくりのきっかけを作り、継

続をサポートすることで健康寿命の延伸につなげていきます。 

■ 健康状態に合わせて自由にプログラムを組み合わせ、いつでもどこでも気軽に継続

した健康づくりが行える「中央粋なまちトレーニング（略称：粋トレ）」は、地域の

身近な場所において区民ボランティアを中心とした普及を図ります。また、新しい

生活様式が求められる中で、自宅等で一人でも行えるような健康づくりを支援する

ツールとして周知を図っていきます。 

■ 令和３年度に改訂される健康づくりガイドブック（「お役立ちガイドブック」）をさ

らに活用するほか、いきいき館等での健康づくり講座などを通して、健康づくり（介

護予防）の普及・啓発を推進していきます。 

■ 筋力向上に有効なマシンを使ったトレーニングなどを行う「さわやか健康教室」や

「さわやか体操リーダー」による教室、膝や腰への負担が少なく泳げない方でも楽

しめる「水中エクササイズ教室」を開催します。教室参加後も総合スポーツセンタ

ー等のスポーツ施設の利用につなげるなど、運動の継続を支援していきます。 

■ 地域の担い手として、区が主催する教室や高齢者クラブ3等で体操を指導する「さ

わやか体操リーダー」や、「高齢者通いの場」などへ出張して自宅でも気軽に取り

組める体操を普及する「元気応援サポーター」などの区民ボランティアを積極的に

育成・活用し、住民どうしが主体的に行う継続的な健康づくりを支援していきます。 

 

 

問：あなたは、どのような健康づくり事業なら参加したいと思いますか。【複数回答：3 つまで】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

●「運動などの実践を取り入れた講座」が最も多い。 

 

                                     
3 高齢者クラブ：高齢者が自らの老後を健康で豊かなものにするための自主的な組織であり、会員

相互の親睦を深めるとともに、社会奉仕活動、生きがいを高める各種活動、健康づくりのための活

動などを実施。 

 

資料：中央区「高齢者の生活実態調査」（令和元（2019）年度） 

運動などの実践を取り入れた講座

個々の相談や健康状態に対応した講座

1回完結型の教室・講座

さまざまなテーマを取り上げた講座

通年で開かれる複数回継続型の教室・講座

仲間づくりを目的としたサロン形式の講座

専門的なテーマに限定した講座

講義形式の話が中心となる講座

その他

無回答

40.3 

23.5 

22.1 

19.6 

18.8 

10.6 

10.2 

3.7 

6.1 

15.6 

0% 20% 40% 60%n=1,569

施策の方向性 
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※第 7 期計画期間中の実績は 121 ページに記載 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 

 

中央粋なまちトレーニン

グの普及 

（介護予防・日常生活 

支援総合事業） 

身近な場所で健康づくりに取り組めるよう、転倒予防や認知機

能の向上などの効果が見込まれる介護予防プログラム「中央粋

なまちトレーニング（略称：粋トレ）」を区民ボランティアを中

心に普及するとともに、自宅などでも継続して行えるようにさまざ

まな媒体等を活用していきます。 

 

② 健康づくりの普及・啓発 

（介護予防・日常生活

支援総合事業） 

体力づくりに取り組める区内の施設や事業等を紹介した健康

づくりガイドブック（「お役立ちガイドブック」）を活用して、自主

的な健康づくりの普及・啓発を図っています。 

③ 各種健康づくり教室・講

座等の実施 

 

筋力アップなどの運動の効果が実感できるプログラムを組み入

れた「さわやか健康教室」や、１回完結型で楽しみながら自然

と健康づくりにつながる「ゆうゆう講座」、いきいき館での健康づく

り講座、小学校温水プールを利用した教室等を実施していま

す。 

④ 「さわやか体操リーダー」

および「元気応援サポー

ター」の育成・活用 

高齢者が地域の身近なところで健康づくりに取り組むことができ

るよう、区民ボランティアを育成し、活動の支援を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業 内容 

 中央粋なまちトレー

ニングの普及 

（介護予防・日常

生活支援総合事

業） 

転倒予防や認知機能の向上などの効果が見込まれる介護予防プログラ

ム「中央粋なまちトレーニング（略称：粋トレ）」の普及により、多くの高

齢者が身近な場所で自主的に継続して健康づくりを実施し、その効果を

実感できるようにしていきます。 

 3年間の事業目標 

（計画） 

<普及> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 

実施者の拡大 

 

実施者の拡大 

 

実施者の拡大  

 参考指標 ・実施団体数  ・自宅参加者数  ・ホームページアクセス（閲覧）数 

・体力測定の結果  ・アンケート結果（「転倒に対する不安」減少） 

 ★重点 

 ★重点 
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区では、転倒予防や認知機能の向上などに効果がある区オリジナルの介護予防プロ

グラム「中央粋なまちトレーニング（略称：粋トレ）」を平成 30（2018）年に開発

しました。 

 「粋トレ」は、次の７つの体操から構成されており、体操を行う状況や体調などに

応じて、自由に組み合わせて行うことができます。 

＜粋トレの構成＞  
体操の名称 体操の内容 

1 ウォーミングアップ 最初に体をほぐす体操です 

2 基本の体操 「粋トレ」の基本となる体操です 

※座って行うことも、立って行うこともできます 

3 ボール体操 新聞紙とレジ袋で作るボールを使って行う体操です 

4 タオル体操 タオルを使って行う体操です 

5 マット体操 床やマットに座ったり、仰向けになって行う体操です 

6 ペア体操 2人組になり椅子に座って行う体操です 

7 クールダウン 最後に呼吸を整える体操です 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
区

区の動画サイト 

 

 

コラム：中央粋なまちトレーニング（略称：粋トレ） 
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（ ２ ）健康管理と介護予防の支援 

■ 健康診査や生活機能の低下を確認するチェックリストなどを用いて、高齢者が定期

的に健康状態を把握できる機会を提供するとともに、各種健康診査等の受診勧奨を

行うなど受診率の向上を図ります。 

■ 健康診査の結果から健康づくりや介護予防のプログラムにつなげるとともに、「高

齢者通いの場」で保健師による生活機能改善に向けた指導や健康相談を利用できる

ようにするなど、フレイル（筋力や活動が低下している状態）を予防し、高齢者の

心身のさまざまな課題に対応できるよう、保健事業と介護予防の一体的実施に向け

た取組を行っていきます。 

■ 若年期から生活習慣に関する正しい知識を普及することで、生活習慣病の発生と重

症化を予防し、主体的な健康管理を支援していきます。 

■ フレイルや生活機能の低下がみられる高齢者が「はつらつ健康教室」修了後や、「訪

問健康づくり事業」利用後に、地域の方々と交流しながら自主的な運動が継続でき

るよう「高齢者通いの場」への参加を促すなど、医療や介護を必要としない心身の

健康を維持するための取組を行っていきます。 

■ 高齢者通いの場の拡大・継続のための地域体制を構築し、高齢者通いの場における

介護予防・フレイル予防の促進を図るため、介護予防・フレイル予防推進員を配置

し、各高齢者通いの場の介護予防に資する活動支援および、フレイル予防等の観点

を踏まえたプログラムの普及を行っていきます。 

 

問：健康づくり事業に継続的に参加するための条件は何ですか。【複数回答】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「会場が徒歩圏内にある」が最も多い。 
資料：中央区「健康づくりと介護予防に関する調査」（令和元（２０１９）年度） 

会場が徒歩圏内にある

（運動する場合）
初心者でも参加できるような軽めの運動ができる

参加費がかからない

1～2時間程度で終わる

平日に開催

申込不要

時間帯が午後

1時間以内で終わる

時間帯が午前

土・日・祝日に開催

（運動する場合）
経験者でも満足できるような本格的な運動ができる

同性だけで開催される

その他

無回答

45.8 

44.5 

40.1 

33.7 

29.9 

28.1 

25.3 

20.4 

13.4 

8.2 

7.0 

4.6 

5.8 

12.9 

0% 20% 40% 60%n=1,882
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 各種健康診査等 高齢者が自身の健康状態や生活機能の状態を把握するととも

に、予防および早期発見を目的とした特定健診、高齢者健

診、がん検診、フレイル予防健診、成人歯科健診、高齢者歯

科健診などを実施しています。 

② 生活習慣病予防 生活習慣病の知識はもとより、発症と進行に大きく関与する食

習慣、歯と口の健康づくりや運動などの生活習慣全般に関する

正しい知識を普及し生活習慣の見直しを進め、生活習慣病を

予防することで、認知症予防につなげます。 

③ 「基本チェックリスト4」、

「フレイル予防健診5の質

問票」等による高齢者の

フレイル予防や健康づくり

支援 

「基本チェックリスト」や健診時のフレイル予防チェックに使用して

いる「フレイル予防健診の質問票」等により、一人一人に合った

健康づくりプログラムまたははつらつ健康教室への参加を勧奨

し、フレイル予防につながる健康づくりを支援しています。 

④ フレイル・認知症予防に

向けた取組 

（介護予防・日常生活

支援総合事業） 

生活機能が低下した高齢者に対し、生活機能改善や認知症

予防に向け、自宅でもできる簡単な体操指導や栄養改善、口

腔ケアなどのミニ講習を行う「はつらつ健康教室」の開催や、通

所が困難な高齢者の居宅に保健師が訪問する「訪問健康づく

り事業」などを行っています。また、高齢者通いの場の活動を支

援し、介護予防・フレイル予防に資するプログラムの普及を行っ

ています。 

⑤ 

 

高齢者通いの場支援事

業  

（介護予防・日常生活

支援総合事業） 

 

 

高齢者の交流の場となる高齢者通いの場への参加を促し、社

会参加・介護予防を促進するとともに、運営者に対して立ち上

げ・運営について資金的支援などを行うほか、セミナーおよび交

流会などの実施や、介護予防・フレイル予防推進員などによる

介護予防（フレイル予防）に資する活動を支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
4 生活機能が低下していないか確認するための25項目で構成するチェックリスト 
5 年齢とともに生じる心身の活力の低下によって、要介護状態となるリスクが高い状態を予防する

ため、健康状態のほか食習慣、運動習慣、社会参加、口腔機能などに関する質問票により判定を行

う。65歳以上の区民を対象とし、判定後は健康づくりプログラムまたは短期集中の介護予防プログ

ラムへの参加を促す。 

 ★重点 
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※第 7 期計画期間中の実績は 122 ページに記載  

 

 

 

フレイルは、高齢期に病気や老化などによる影響を受けて、心身の活力（筋 

力や認知機能など）を含む生活機能が低下し、将来、要介護状態となる危険性 

が高い状態です。早く気づき、正しく介入（予防や治療）することにより、 

サポートが必要な要介護状態に進まずに済む可能性があります。 

  いつまでも自分らしく暮らし続けられるよう、日々の心がけや活動によって 

フレイルを予防することが大切です。 

 

 事業 内容 

 高齢者通いの場支

援事業  

（介護予防・日常

生活支援総合事

業） 

高齢者通いの場の運営や活動内容の充実に向けた支援を行い、新規開

設団体の拡大を目指していきます。また、参加者の介護予防・フレイル予

防の促進を図り、交流しながら健康づくり（介護予防）が行えるプログラ

ムの支援・普及を行っていきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<高齢者通いの場 

運営の充実> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
充実 充実 充実 

 

 参考指標 ・新規開設団体数  ・延べ参加者数  ・保健師の健康相談実施状況 

・アンケート結果（「主観的健康感」の増進） 

 ★重点 

コラム：フレイル予防 

※併存症：異なる病気を併発している状態。高齢になれば、心臓疾患、糖尿病、高血圧、高脂
血症、痛風等いろいろな病気との併発が考えられる。 

※ＱＯＬ（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ ｌｉｆｅ：クオリティ オブ ライフ）：生活の質 
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（ ３ ）社会参加・生きがいづくりの促進 

■ 高齢者のこれまでの経験やスキルをいかして社会的に活躍できるさまざまな場や

機会を提供するとともに、スポーツ、文化、生涯学習、地域活動など高齢者が主体

的に活動できる環境づくりを推進していきます。 

■ 「退職後の生き方塾」では、退職前後の年齢層を対象に、生き方のヒントや地域活

動に参加するきっかけを提供するための講座を開催し、受講修了者による地域での

サークル活動やサロン運営などを通じた社会参加を支援します。 

■ 「元気高齢者人材バンク」では、中高年齢者が知識や技能をいかして地域活動や社

会貢献が行えるよう、活動の場や機会の拡充を支援していくとともに、地域のニー

ズとのマッチングを積極的に行っていきます。 

■ いきいき館では、地域における多様な活動の拠点としてさまざまな講座やイベント

を実施するとともに、利用者の得意分野をいかして講座の講師として起用するなど、

利用者が主体的に活動できるよう支援していきます。また、来館が途絶えている利

用者に対する安否確認を兼ねた利用促進を行っています。 

■ 高齢者クラブ、シニアセンター、区民カレッジなどについて一人一人の意欲や状況

に応じた活動の場として周知を図っていくとともに、地域の多様な主体と連携した

新たな社会活動の推進を支援していきます。 

■ 人口増加が見込まれる晴海地区において、ほっとプラザはるみをリニューアルし、

高齢者を含めた地域のあらゆる世代が集える地域コミュニティの拠点として活用

していきます。 

 

問：以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。（社会参加の状況） 

●参加している（「週4 回以上」～「年に数回」を合わせた）割合は、「収入のある仕事」が最も 

高い。 

   資料：中央区「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和元（2019）年度） 

（％）

調

査
数

（
n

）

週

4
回
以

上

週

2
～

3

回

週

1
回

月

1
～

3

回

年

に
数
回

参

加
し
て

い
な

い

無

回
答

①ボランティアのグループ (1,816) 0.4 1.2 1.6 3.7 3.4 57.6 32.0

②スポーツ関係のグループやクラブ (1,816) 4.3 7.6 7.5 4.2 1.9 48.6 25.8

③趣味関係のグループ (1,816) 1.4 4.1 6.5 10.7 3.8 47.0 26.5

④学習・教養サークル (1,816) 0.7 1.8 3.3 4.9 3.0 53.5 32.8

⑤高齢者通いの場などの月1回以上開催

　 されている主に高齢者向けのサロン
(1,816) 0.6 1.4 1.2 1.9 1.9 61.2 31.8

⑥高齢者クラブ (1,816) 0.5 0.7 1.0 2.1 2.6 61.0 32.2

⑦町会・自治会 (1,816) 0.6 0.7 1.2 7.0 11.0 51.2 28.2

⑧収入のある仕事 (1,816) 17.7 6.6 1.5 2.3 1.6 42.6 27.7
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 

 

「退職後の生き方塾」の

開催および活動支援 

（介護予防・日常生活

支援総合事業） 

 

退職後に地域活動へ参加する意欲があっても社会的な活動

に結びついていない中高年齢者に対し、退職後の生き方のヒン

トや、地域活動に参加するきっかけを提供するための講座を開

催し、受講修了者が地域でのサークル活動や地域貢献活動

などができるよう支援しています。 

 

 

② 「元気高齢者人材バン

ク」登録者の活動支援 

 

知識や技能を持った人材を登録し、その活動を必要とする団

体等とのコーディネートを行うとともに、技能お披露目会やＰＲ

活動を行い、活躍の場を広げています。 

③ 

 

セカンドライフ応援セミナ

ー 

（介護予防・日常生活

支援総合事業） 

 

 

中高年齢者が主体的に社会に参加し、生きがいを持って生活

するきっかけとなるよう、ボランティア活動や就労支援事業、趣

味を活用・披露する場を紹介するセミナーを開催します。 

 

 

④ いきいき館の運営 

 

人との交流や趣味活動を通じて生きがいをもち、安心して暮ら

せるように、ニーズに合わせた多種多様な講座や利用者参加

型イベントの開催、動画の配信などを積極的に行っていきます。

また、地域の関係機関等と連携し、広く事業を周知して利用

者の拡大を図り、高齢者の社会的孤立の防止、利用者への

見守り活動を行っています。 

⑤ 高齢者クラブの活動支

援 

地域の高齢者の自主的組織である高齢者クラブの運営に対

する助成等の支援を行っています。 

⑥ シニアセンターの活用 区内在住・在勤でおおむね 50 歳以上の個人・団体を対象と

して、社会参加に関する情報や機会および場所の提供、生き

がい活動リーダー（生きがい活動支援室）による活動を通じ、

中高年齢者の主体的な社会参加活動を支援しています。 

⑦ 区民カレッジの開催 区民に学習の機会を提供するとともに、学習の成果を地域活

動にいかしていけるよう支援しています。 

⑧ 多世代交流の推進 

（ほっとプラザはるみリニ

ューアル後） 

東京 2020大会後に晴海地区に新たなまちができることを踏ま

え、地域のあらゆる世代が集い、にぎわいと交流、地域コミュニ

ティの拠点となる施設へとリニューアルを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 ★重点 

 ★重点 
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※第 7 期計画期間中の実績は 121 ページに記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業 内容 

 「退職後の生き方

塾」の開催および活

動支援 

（介護予防・日常

生活支援総合事

業） 

 

退職後に地域活動へ参加する意欲があっても社会的な活動に結びつい

ていない中高年齢者に対し、退職後の生き方のヒントや、地域活動に参

加するきっかけを提供するための講座を開催し、受講修了者が地域でのサ

ークル活動やサロンの運営などができるよう支援していきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
活動支援 講座開催・活動支援 活動支援 

 

 参考指標 【講座開催】 ・出席率  ・講座に関するアンケート結果 

【活動支援】 ・支援の取組状況  ・講座修了後の活動状況 

 事業 内容 

 セカンドライフ応援セ

ミナー 

（介護予防・日常

生活支援総合事

業） 

 

中高年齢者が主体的に社会に参加し、生きがいを持って生活するきっか

けとなるよう、ボランティア活動や就労支援事業を紹介し、参考指標の拡

大につながるセミナーを開催していきます。プログラムについてはアンケートを

参考に、ニーズを踏まえた内容で開催していきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
開催 開催 開催 

 

 参考指標 ・さわやか体操リーダー数  ・元気応援サポーター数  ・参加者アンケート  

・元気高齢者人材バンク登録者数  

・高齢者通いの場支援団体登録数・スタッフ数 

新規 

 ★重点 

 ★重点 
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（ ４ ）高齢者の就労支援 

■ 既存の各事業を充実させ、高齢者個人の健康状態や生活状況を踏まえて、希望に合

った就労的活動のコーディネートを行い、働くことによる生きがいづくりを支援し

ていきます。 

■ セカンドライフ応援セミナー等さまざまな機会を活用し、シルバー人材センター、

無料職業紹介所シルバーワーク中央の積極的な周知啓発を図っていきます。 

■ シルバー人材センターでは個別相談等に応じたきめ細かな就労支援を行い、無料職

業紹介所シルバーワーク中央と連携して会員の拡大に努めるとともに、就業専門員

を中心とした就業開拓を推進していきます。 

■ 無料職業紹介所シルバーワーク中央では、独自求人の開拓や情報提供に努め、本格

的な就労を希望する高齢者と希望職種とのマッチングを行っていきます。 

 

 

問：今後（定年退職前の方は定年退職後）どのような働き方を望みますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「短時間勤務（３～４時間程度）で働く」が最も多い。   

 

 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① シルバー人材センター 区からの受託事業のほか、民間事業所、一般家庭からの受注

拡大を図り、臨時・短期・軽易な仕事を希望する高齢者のニ

ーズに応えています。 

② 無料職業紹介所 

シルバーワーク中央 

 

求職者の丁寧な面談を行うとともに、新しいチャレンジにつなが

る再就職セミナーを実施し、本格的な就労を希望する高齢者

に対して働く場の提供やきっかけづくりを行っています。 

③ 高年齢者合同就職 

面接会 

高齢者の雇用促進のため、ハローワークと連携し、中央区地域

雇用問題連絡会議の主催による高年齢者合同就職面接会

を実施しています。 

④ 高齢者雇用企業 

奨励金 

 

高齢者雇用に積極的に取り組んでいる事業者に対し奨励金

を交付し、事業者側に対する働きかけや啓発を通して高齢者

の就業機会の拡大を図っています。 

  

資料：中央区「高齢者の生活実態調査」（令和元（2019）年度） 

週5・6日フ

ルタイム（8

時間程度）

で働く

週に2～4

日フルタイ

ム（8時間

程度）で働

く

短時間勤

務（3～4時

間程度）で

働く

曜日などを

決めず、自

分の都合・

気の向い

たときにあ

わせて働く

仕事の依

頼があった

ときに働く

その他 無回答

（ n ）

( 938 )全 体 18.1 17.3 22.6 12.9 10.0 4.3 14.8 

（ % ）
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高齢者が住み慣れた地域で暮らしやすい環境を整備するためには、行政や専門職によ

るサービスの提供だけでなく、地域住民、ＮＰＯ、民間企業など、多様な主体の参画が

求められています。  

そのためには、新たな地域の担い手の確保・拡充が重要であり、これまで高齢者支援

や地域活動に関わりがなかった地域住民が自らの意志で活動に参加できるような仕組

みをつくっていくとともに、社会貢献活動への関心が高い民間企業等への働きかけによ

り、さまざまな力をいかした地域活動をより一層促進していくことが必要です。 

ボランティアや民間企業をはじめとした地域による見守り体制の強化を図るととも

に、生活の困りごとを住民どうしで支え合う生活支援サービスを充実させ、住民どうし

ができるだけ早く地域課題に気づき、それを行政や関係機関につなぐ仕組みづくりを進

めるなど、地域全体で高齢者を見守り、支え合う体制を構築していくことが求められて

います。一人暮らし高齢者が多い本区では高齢者が社会的に孤立するリスクが高いこと

から、誰もが身近な場所で気軽に参加でき、つながりを持てる「高齢者通いの場6」や

生活支援コーディネーターによる高齢者の居場所づくりなどの拡充を引き続き行って

いくことが重要です。さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時の経験を踏まえ、

民生・児童委員による電話・メールでの声掛けや、いきいき館からの安否確認を兼ねた

利用促進の電話などのように、閉じこもりがちな高齢者の見守りに有効な方法を検討し

ていくことも必要です。 

また、高齢者の身近な相談窓口として専門職種の相談員を配置したおとしより相談セ

ンターを区内５カ所に設置していますが、晴海地区の人口増加に伴い、おとしより相談

センターを新たに整備します。これにより区内の身近な地域ごとにおとしより相談セン

ターを核とした相談支援体制を構築することができます。さらに 8050 問題7など複合

的で地域では解決が困難な課題などに対応できるよう、相談支援に関する多機関が協働

する重層的な支援体制を構築し、包括的な相談支援体制を充実していく必要があります。 

災害時に自力で避難したり生活したりすることが困難な高齢者に適時適切な支援を

実施するためには、日頃から地域での見守りや関わりをもつことが必要です。地域住民

や関係機関が連携し、災害発生時に迅速な安否確認や避難支援を行えるよう体制を整備

していくことが重要です。 

  

                                     
6 高齢者通いの場：高齢者が身近な地域で交流しながら介護予防につながるプログラムを実施するサ

ロン「高齢者通いの場」を地域の方が立ち上げ、区内各地域で運営している。 
7 子が安定した収入がないまま50代となり、養ってきた親も80代となって働くことが難しくなり、

孤立や困窮に追い込まれてしまう世帯の問題 

現状と課題 

 生活支援 
目標２ 互いに支え合う地域づくりを推進します 
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（ １ ）相談・支援体制の充実 

■ おとしより相談センター（地域包括支援センター）8を核とした総合支援体制を推

進し、高齢者がいつでも身近な場所で気軽に相談でき、適切なサポートを受けられ

る環境づくりを推進していきます。 

■ 人口増加が見込まれる晴海地区において「晴海おとしより相談センター（仮称）」

を整備し、相談体制を強化します。 

■ おとしより相談センターについては、適切な運営を図るための体制を推進すること

により質の向上に努め、地域に密着した相談支援窓口の中核としての役割を促進し

ていきます。 

■ 区民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応できるよう、区の関係部署や関係機関

が連携して重層的に支援できるような体制を整備し、包括的な相談支援体制を構築

していきます。 

■ 高齢者に関係のある事業についてまとめた「高齢者福祉事業のしおり」や介護保険

制度や区の独自のサービス等に関する手びき（「介護保険のてびき」「介護保険べん

り帳」）等を配布し、高齢者やその家族に必要な情報をわかりやすく提供していき

ます。 

 

 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① おとしより相談センターを

核とした総合相談支援 

社会福祉士・主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）・

保健師・認知症地域支援推進員などのおとしより相談センター

職員が、高齢者のさまざまな相談を受け、適切な支援につなげ

ていきます。また、在宅療養支援として、退院後の自宅での療

養生活を円滑に始められるよう、医療機関などと連携して支援

します。 

② 晴海おとしより相談セン

ター（仮称）の整備 

 

 

月島、勝どき（分室）に加えて、晴海地区に新たに分室の設

置に向けた準備を進め、身近な場所で相談しやすい体制を整

えます。 

③ おとしより相談センターの

適切な運営・評価 

おとしより相談センターの事業内容・活動内容について年度ごと

の目標を設定するとともに、目標に対する到達度合等の評価を

運営協議会の場で行い、ＰＤＣＡサイクルにより効果的な運

営を図ることにより、センターの質の向上、課題改善等につなげ

ます。 

                                     
8 おとしより相談センター（地域包括支援センター）：高齢者が住み慣れた地域で安心して生活していく

ために、介護保険・福祉サービスの内容・利用方法、ご家族の介護の不安や認知症、権利擁護など高齢者

に関する総合的な相談・支援を行う機関として、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネジャ

ー）、保健師等を配置し、京橋、日本橋、月島の３地域に設置されています。 

 ★重点 

施策の方向性 
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 事 業 内 容 

④ 包括的相談支援体制

の構築 

区民の相談を身近な地域で包括的に受け止め、関係機関と

連携し適切な支援につなぐ場を整備します。また、相談支援包

括化推進員を任命し、各相談支援機関における連携を強化

するとともに、相談支援包括化推進連絡会議を開催し、単独

の相談支援機関では対応が困難な複合的な課題を抱える区

民およびその区民が属する世帯への支援体制を強化していま

す。 

⑤ 高齢者サービスの普及・

啓発 

 

高齢者に関係のある事業についてのあらましをまとめた「高齢者

福祉事業のしおり」や、介護が必要となったときに適切なサービ

スや支援を選択できるよう介護保険制度等をまとめた「介護保

険のてびき」「介護保険べんり帳」を配布するとともに、地域の町

会・自治会、区民活動グループ等を対象に出前講座を実施

し、普及・啓発を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

「地域共生社会」とは「支援される側」「支援する側」という従来の関係を超え、人

と人、人と社会がつながり、一人一人が生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らし

ていくことのできる包摂的なコミュニティ、地域や社会のことです。 

 本区では、地域共生社会の実現を目指して、高齢者施策において取り組んできた地域

包括ケアシステム（地域を基盤とした包括的支援の仕組み）を基本的な考え方として、

子どもや障害者などの支援を必要とする人全体へと広げ、制度や分野を超えた共通の考

え方として普遍化し、発展させていきます。 

 令和元（2019）年度に策定した「中央区保健医療福祉計画 2020」に基づき、この

取組を推進していきます。 

 

 

 事業 内容 

 晴海おとしより相談セ

ンター（仮称）の整

備 

 

 

身近な場所で相談しやすい体制を整えるために、月島、勝どき（分室）

に加えて、晴海地区に新たに分室の設置に向けた準備を進めます。令和

６年度開設（予定）。これにより区内の身近な地域に相談支援の核と

なる拠点が整備されます。 

 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
工事準備 建築工事 建築工事 

 

 ★重点 

新規 

コラム：地域共生社会の実現に向けてー中央区の取組― 
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（ ２ ）安心・見守り体制の拡充 

■ 一人暮らしや認知症などの高齢者の見守りについては、おとしより相談センターを

中心として、民生・児童委員、町会・自治会をはじめとする地域の人材や関係機関

との連携による見守り体制の強化に努め、地域全体で高齢者の見守り活動（地域見

守りネットワーク）を実施していきます。 

■ 協定締結事業者による見守り活動については、業種や事業者数の拡大を図り、企業

活動の中で行う見守り活動の輪を広げていきます。また、連絡会の開催などを通じ

て見守り活動の質の向上を図っていきます。 

■ 高齢者を見守る事業やサービスの普及・啓発を図るほか、高齢者の変化に早期に気

づくなど、必要な方に見守りの目が行き届き、安心・安全な生活を続けることがで

きるよう、さまざまな方法でよりきめ細かい支援を行っていきます。 

■ 見守りキーホルダーや見守りアイロンラベルなど認知症の方を見守る事業やサー

ビスを継続して行うほか、徘徊等により行方不明になった時に地域のボランティア

等により早期に対応できる体制を構築していきます。 

■ ごみや資源を集積所まで運び出すことが困難な高齢者を対象に、職員が訪問して収

集する「ごみ・資源のふれあい収集」により、日常生活を支援するとともに見守り

を推進していきます。 

 

問：地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域

づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に＜参加者/企画・運営（お世話役）＞として参加

してみたいと思いますか。 

 

<参加者として> 

 

 

 

 

 

 

<企画・運営者として> 

 

 

 

 

●「参加者として」は約半数、「企画・運営者として」は約3 割の人が「ぜひ参加したい」または

「参加してもよい」と回答している。 

 

 

 

 

 

 

資料：中央区「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和元（2019）年度） 

ぜひ参加したい 参加してもよい 参加したくない 既に参加してい

る

無回答

（ n ）

( 1,816 )全 体 8.4 49.3 33.2 4.4 4.7 

（ % ）

（ n ）

( 1,816 )全 体

2.8 

31.6 57.4 

2.9 

5.3 

（ % ）



 

 

44 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 民生・児童委員による

「ひとり暮らし高齢者等

調査」 

民生・児童委員が一人暮らしや高齢者のみの世帯を対象とす

る「ひとり暮らし高齢者等調査」により、高齢者の状況を把握す

るとともに調査票を活用し、街中での声かけや電話・メール等に

よる見守り活動を実施しています。気になる高齢者がいた場合

には、おとしより相談センターと連携して適切な支援へつなげて

います。 

② 

 

地域見守り活動団体

（あんしん協力員会）

による見守り活動 

 

 

地域見守り活動団体（あんしん協力員会）が見守りを要する

高齢者への戸別訪問による安否確認や声かけなど、高齢者の

孤立、認知症、フレイルの進行の防止などの課題について地域

で取り組み、支援を行っています。 

③ 

 

 

協定締結事業者による

見守り活動 

 

宅配事業所などの事業者が通常業務を行う中で高齢者の異

変を発見した場合には、協定に基づき、地域のおとしより相談

センターと連携のうえ、高齢者を支援する見守り活動を実施し

ています。 

 

④ 一人暮らし高齢者等の

安心・安全を支援する

事業 

 

24 時間 365 日体制で健康に関する相談に対応し、緊急時

には自宅を訪問して救助活動を行う「緊急通報システム」をは

じめ、「食事サービス」や「救急医療情報キット」の配布、「友愛

電話訪問」などを通じて高齢者が安心・安全な生活を続けるた

めの見守りや孤独感の解消に向けた支援などを行っています。 

⑤ 認知症高齢者の見守り

サービス 

外出先で突然倒れたり、徘徊により保護された場合に身元確

認を迅速に行うための「見守りキーホルダー」、「見守りアイロンラ

ベル」および「おかえりＰＡＳＳ（パス）（行方不明高齢者

情報提供シート）」の配布や、「徘徊高齢者探索システム費

用の助成」などを通して、認知症高齢者やその家族を支援して

います。 

⑥ 行方不明高齢者捜索

ネットワーク  

行方不明高齢者の早期発見、事故の未然防止のため、認知

症サポーターや見守り協定締結事業者等による捜索ネットワー

クを構築します。 

⑦ ごみ・資源のふれあい 

収集 

障害のある方や 65 歳以上の高齢者などの世帯の方で、身近

な人の協力を得ることができず、集積所までごみや資源を自ら

運び出すことが困難な場合、安否の確認も含めて職員が玄関

先まで訪問して収集（回収）を行っています。 

⑧ いきいき館の運営 

【再掲】 

人との交流や趣味活動を通じて生きがいをもち、安心して暮ら

せるように、ニーズに合わせた多種多様な講座や利用者参加

型イベントの開催、動画の配信などを積極的に行っていきます。

また、地域の関係機関等と連携し、広く事業を周知して利用

者の拡大を図り、高齢者の社会的孤立の防止、利用者への

見守り活動を行っています。 

 ★重点 

 ★重点 
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※第 7 期計画期間中の実績は 122 ページに記載 

 

 

 

 

 

 

おとしより相談センターを中心に、民生・児童委員や町会・自治会をはじめ、地域見

守り活動団体などさまざまな方々の協力や連携によるネットワークを構築し、高齢者の

生活を地域全体で見守り、支えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業 内容 

 「地域見守り活動団

体（あんしん協力員

会）による見守り活

動」および「協定締結

事業者による見守り

活動」の拡充 

町会・自治会・マンション管理組合などを単位として組織された団体が、

一人暮らし高齢者や高齢者のみで構成された世帯を月１回以上訪問し

安否確認を行うことにより、事故の未然防止や早期に異変に気づくことが

できる支援体制づくりを推進していきます。また、事業者との協定締結を

推進し、おとしより相談センターを中心とする地域見守りネットワークの輪を

拡大していくことにより、一人暮らし高齢者などが住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるようにしていきます。そこで、「区のおしらせ」「こんにち

は、町会です」への記事掲載や町会、マンション管理セミナーでの事業説

明などの広報活動を行います。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<地域見守り活動団

体数・協定締結事業

者数> 

 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 地域見守り活動 

団体数 
27団体 30団体 34団体 

 協定締結事業者数 22事業者 23事業者 24事業者 

 参考指標 ・見守り対象者数 ・あんしん協力員数 

おとしより相談センター

（地域包括支援センター） 

中央区 

警察・消防 

地域・関係（協力）機関等 

高齢者等 

連携 

連携 

連携 

見守り等 

見守り・ 

救助等 
見守り・ 
サービス 
継続支援 

緊急通報 

緊急通報 

 ★重点 

見守りキャラクター 

「まもちゃん」 

 
緊急通報・ 

相談・ 

定期報告 

コラム：地域見守りネットワーク 
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（ ３ ）住民どうしで支え合う生活支援サービスの充実 

■ プロアクティブ・コミュニティ9の確立に向け、地域住民や企業、ＮＰＯ、ボラン

ティア団体などによるネットワークを形成しながら、住民どうしによる支え合いの

地域づくりを目指していきます。 

■ 高齢者が日常生活を送るうえで支援が必要な時に、多様な担い手による生活支援サ

ービスの充実を図るととともに、困りごとや悩みなどを気軽に相談し助けあうこと

のできる環境づくりに努めていきます。 

■ 地域の関係機関等と連携しながら地域の中の担い手を発掘し、高齢者が誰でも気軽

に立ち寄れる住民主体の「高齢者通いの場」等の立ち上げや運営に対する支援の充

実を図り、高齢者の孤立防止・生きがいづくりにつなげていきます。 

■ 「生活支援コーディネーター」を配置し、地域におけるさまざまなニーズの把握を

行い、地域の担い手や関係機関へのつなぎ役として、地域で支え合い、課題解決に

取り組む体制づくりを推進していきます。 

■ 区全体の「地域支えあいづくり協議体」、日常生活圏域ごとの「支えあいのまちづ

くり協議体」により、区民や関係機関、既存の地域資源とのネットワークを強化し、

地域の課題解決につなげていきます。 

 

問：住み慣れた地域で暮らし続けるために、これからの高齢者保健福祉施策で中央区が力を入れてい

くべきものは何だと思いますか。【複数回答】（上位５項目を掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「ひとり暮らし高齢者への支援」が最も多く、次いで「適切な介護サービスが受けられるための

情報提供や相談体制の充実」、「家族の介護負担を軽減するための施策の充実」、「住民による見守

り・声かけなどたすけあい活動」が多い。 

 

 

  

                                     
9
 自ら率先して地域における課題を解決し、快適な暮らしを実現していく社会 

資料：中央区「健康づくりと介護予防に関する調査」（令和元（2019）年度） 

ひとり暮らし高齢者への支援

適切な介護サービスが受けられるための情報提供や相談体制の充実

家族の介護負担を軽減するための施策の充実

住民による見守り・声かけなどたすけあい活動

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）、

有料老人ホーム等の整備の促進

46.0 

43.2 

41.3 

36.8 

35.3 

0% 20% 40% 60%n=1,882
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 高齢者通いの場支援事

業 

（介護予防・日常生活

支援総合事業） 

【再掲】 

高齢者の交流の場となる高齢者通いの場への参加を促し、社

会参加・介護予防を促進するとともに、運営者に対して立ち上

げ・運営について資金的支援などを行うほか、セミナーおよび交

流会などの実施や、介護予防・フレイル予防推進員などによる

介護予防（フレイル予防）に資する活動を支援しています。 

② 虹のサービス 

（区民どうしのたすけあ

い家事サポート） 

高齢や障害、出産などにより、日常的な家事にお困りの方

（利用会員）を、地域の方（協力会員）がお手伝いする、

たすけあい活動を行っています。 

③ 入退院時サポート 中央区社会福祉協議会「虹のサービス」の協力会員が、一人

暮らし高齢者等に対して、病院への入院時から退院後１週間

までの間、洗濯や買い物、話し相手、入退院時の付き添いな

どのお手伝いをしています。（虹のサービス会員登録が必要と

なります。） 

④ 暮らしの困りごとサポート 日常生活での専門的な技術を要しない困りごとについて、シル

バー人材センターの会員が出張してサポートを行っています。 

 

⑤ 生活支援コーディネータ

ーによる取組の充実 

（住民参加による支え

合いの体制づくり） 

 

 

生活支援コーディネーターを配置し、高齢者に対する生活支

援・介護予防サービスの充実を図り、高齢者が孤立せず地域

で支え合える体制づくりを推進しています。 

⑥ 

 

地域支えあいづくり協議

体・支えあいのまちづくり

協議体の活用 

（住民参加による支え

合いの体制づくり） 

 

 

生活支援コーディネーターや関係機関等が定期的に情報共有

および連携強化等を目的とした協議体を開催し、地域の支え

合いの体制づくりに活用していきます。 

また、転入等により新しい地域で暮らす高齢者が地域とつなが

るきっかけづくりなど協議体で出された課題の解決に向けて取り

組んでいます。 

 

  

 ★重点 

 ★重点 



 

 

48 

 

※第 7 期計画期間中の実績は 122 ページに記載 

 

 

 

  

 事業 内容 

 生活支援コーディネ

ーターによる取組の

充実、地域支えあい

づくり協議体・支えあ

いのまちづくり協議体

の活用（住民参加

による支え合いの体

制づくり） 

京橋・日本橋・月島の３つの生活圏域ごとの生活支援サービス体制等を

充実させ、地域のニーズ・課題を把握します。また、既存の地域資源に対

するネットワークを強化させ、地域の特性をいかした資源開発や担い手の

育成を行い、必要とされる生活支援・介護予防サービスにつないでいくな

ど、課題の解決につながる地域体制づくりを充実させていきます。 

 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<地域体制づくり> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
充実 充実 充実 

 

 参考指標 ・生活支援コーディネーター活動状況（地域支援件数等） 

・地域支えあいづくり協議体・支えあいのまちづくり協議体の開催回数、活動

状況 

・おとなりカフェちょこっと相談会開催回数 

・地域の担い手養成講座（居場所づくり講座等）の開催回数、参加者数 

 ★重点 
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一人暮らしや高齢者のみの世帯、認知症高齢者が増加する中、高齢者が住み慣れた地

域でいきいきと暮らし続けられるよう、生活支援・介護予防サービスを提供する住民主

体の活動や地域の団体、企業などによる地域の支え合いの体制づくりを推進する役割を

担っています。 

 

 

●地域にあるさまざまなサービスを把握します 

住民主体の活動、NPO、社会福祉法人、社会福祉協議会、町会、自治会、民間企業、

行政など高齢者の生活を支えるサービス（地域資源）全般の把握に努めます。 

●地域に不足するサービスの支援を行います 

地域に不足しているサービス（地域資源）に対し、既存団体等への働きかけや新たな

団体の設立、担い手となる人材の育成を支援します。 

●地域資源となる団体等のつながりを強化します 

担い手となる人材・団体や関係機関等が定期的に情報を共有し、協力体制の強化を図

り、地域の課題解決に向けた体制づくりを行います。 

●地域で求められているサービスと生活支援・介護予防サービスをマッチングさせます 

地域でサービスを必要としている高齢者に対し、生活支援・介護予防サービスを提供

する担い手、団体、関係機関へつないでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：生活支援コーディネーター 

 

 

 

役割 

 

生活支援コーディネーターとは 

 

「自宅に閉じこもりがちな高齢者へ外出機会を作るために書道を楽し

むサロンを開催したいと、区民の方から相談されたので協力してもらえ

ませんか」。 

ある日、おとしより相談センターから生活支援コーディネーターに相

談がありました。 

そこで、生活支援コーディネーターが活動可能な場所を調整し、サロ

ンの開催を支援しました。 

その後、サロンが月２回の定期開催となったため、生活支援コーディ

ネーターが中央区社会福祉協議会の助成事業を紹介し、安定したサロン

運営ができるようになりました。 

現在も中心メンバーの運営上の相談を受けるなど、継続的に関わって

います。 

 

生活支援コーディネーター 
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高齢者が住み慣れた地域でいきいきと住み続けられる体制の整備を推進するため、生

活支援コーディネーターや生活支援・介護予防サービスを提供する団体、区民等が集ま

り、定期的な情報共有及び連携強化のため協議体を設置しています。 

 

 

 区全域を対象として、高齢者のニーズ、生活支援・介護予防サービス提供者等の情報

を把握するとともに、既存サービスの活用、必要とされるサービスに関する議論を行い、

地域で活動している関係者の課題の共有を図ります。また、サービスを提供する各団体

等の情報交換や連携強化を促進します。 

 

 

 日常生活圏域を対象として、地域支えあいづくり協議体（第一層協議体）からの課題

を踏まえ、地域で活動している関係者や住民ならではの身近な視点から、高齢者の困り

ごとや求めているサービスなどを把握し、地域の特性をいかして課題解決策を検討して

いきます。 

 

  

コラム：地域支えあいづくり協議体 支えあいのまちづくり協議体 

支えあいのまちづくり協議体（第二層協議体） 

地域支えあいづくり協議体（第一層協議体） 
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（ ４ ）避難行動要支援者対策の推進 

■ 防災イベントなどさまざまな機会を利用し、家具類転倒防止器具取付サービスにつ

いて周知を図り、利用促進に努めていきます。 

■ 災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障害のある方（避難行動要支援者）

の支援について、防災区民組織や民生・児童委員、マンション管理組合などの地域

の方や関係機関と連携した支援体制の整備を進めていきます。 

■ 災害対策基本法に基づき地域の支援者に提供している「災害時地域たすけあい名簿」

を、既存の組織だけでなく提供先を拡充するとともに、名簿を利用した安否確認や

避難支援の体制づくりを進めるため、その活用方法について防災区民組織などを通

じて広く地域に周知していきます。 

■ 災害時に通常の避難所での生活が困難な方が避難生活を送る福祉避難所10につい

て、感染症対策も踏まえた必要な物品を備蓄するとともに、関係機関との連携体制

をより一層強化し、円滑な避難や避難所運営に取り組んでいきます。 

 

 

問：あなたは、「中央区災害時地域たすけあい名簿」についてご存知ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

●約７割の人が「知らなかった」と回答している。 

 

 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 家具類転倒防止器具

の設置 

緊急時の対応が困難な高齢者を対象に、地震による家具類

の転倒を防止するため、器具を取り付けるサービスを提供してい

ます。 

② 「災害時地域たすけあい

名簿」の配付 

災害時に自力で避難したり生活することが困難な方を登録し、

災害に備えて、本人の同意がある方の名簿情報を避難支援

等関係者にあらかじめ提供し、自助・共助・公助の取組を推進

しています。 

③ 

 

避難行動要支援者支

援体制の整備 

 

「災害時地域たすけあい名簿」などを活用し、支援体制の整備

に向けた取組を防災区民組織など地域とともに進めています。 

                                     
10 高齢者や障害者など避難所での生活において何らかの配慮を必要とする方が安心して避難できる

ように必要な設備・物資を備えている避難所 

資料：中央区「健康づくりと介護予防に関する調査」（令和元（2019）年度） 

知っている 知らなかった 無回答

（ n ）

( 1,882 )全 体 18.7 69.8 11.5 

（ % ）

 ★重点 
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 事 業 内 容 

④ 福祉避難所の整備 災害時に通常の避難所では生活が困難な要配慮者を受け入

れるための物品の備蓄の充実や、円滑な避難所運営に向けた

関係機関との連携体制強化を図っています。 

⑤ 介護事業者と連携した

災害・感染症対策にか

かる体制整備 

介護事業者向けに備蓄等の災害対策および感染症対策にか

かる研修を実施するとともに、区と介護保険サービス事業者連

絡協議会との間で「要介護高齢者の安否確認等に関する協

定書」を締結し、災害発生を想定した訓練の実施等を通じて

支援体制整備に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

  

 事業 内容 

 避難行動要支援者

支援体制の整備 

 

災害時に自力で避難したり生活することが困難な方を登載した「災害時

地域たすけあい名簿」を作成しています。その名簿を活用した安否確認訓

練を防災拠点や町会・自治会において実施するとともに、名簿を活用した

体制づくりの取組を希望するマンション管理組合を支援するなど、参考指

標を踏まえながら、地域での災害時の支援体制を構築していきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<支援体制づくりの

取組団体> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
増加 増加 増加 

 

 参考指標 ・防災拠点の安否確認訓練実施拠点数、実施状況 

・マンション管理組合の名簿提供数 

・「避難行動要支援者の取組状況調査」において要支援者への支援に取り

組んでいる団体数の割合 

 ★重点 

新規 
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本区の要介護・要支援認定者の約 61％は、見守りまたは介護が必要な認知症高齢者

（日常生活自立度Ⅱ以上）です。その数は高齢者人口全体の約 13％を占めています。

今後の後期高齢者の増加に伴い認知症高齢者はますます増加するものと見込まれてお

り、認知症ケアの推進が重要な課題です。 

認知症施策は、令和元（2019）年６月に取りまとめられた認知症施策推進大綱にお

いて、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」ことを意

味する「予防」と「認知症の人が希望を持って認知症とともに生きる」「認知症があっ

てもなくても同じ社会でともに生きる」ことを意味する「共生」を車の両輪として推進

することが求められています。また、認知症になってからもできる限り住み慣れた地域

で暮らし続けていくための障壁を減らしていく「認知症バリアフリー」の取組を推進し

ていく必要があります。 

そのため、運動不足の改善、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の予防、社会参加によ

る社会的孤立の解消や役割の保持等が、認知症の発症を遅らせることができる可能性が

示唆されており、「高齢者通いの場」や「中央粋なまちトレーニング（略称：粋トレ）」

のさらなる普及や生活習慣病対策を推進する必要があります。また、認知症について、

相談できる体制を整備し、早期に認知症の受診・診断・治療がなされるよう支援するこ

とが重要です。 

区の調査11では高齢者のうち 47.6%が認知症になっても住み慣れた家で暮らしたい

と回答しており、自宅での生活を望んでいます。認知症になっても重症化を防ぎ、周囲

の理解のもと、尊厳と希望をもって地域で生活していくことができることが重要です。

そのためには、認知症に関する正しい知識を持って、認知症の方や家族を手助けする認

知症サポーターを養成し、地域全体で認知症の方を支える体制づくりが不可欠です。併

せて、認知症の方本人による情報発信の機会を設けることで、認知症に関する理解を促

進していくことも重要です。新型コロナウイルス感染症の影響下では、対面での講座等

の開催が困難なため、オンラインを含むさまざまな方法で開催することが求められます。 

さらに、一人暮らし高齢者が認知症となった場合などの成年後見制度の利用も視野に

入れ、本人の意思を尊重した権利擁護が重要です。成年後見制度を適切に利用し、本人

の意思が最大限尊重され、尊厳をもってその人らしい生活を継続できるよう、「中央区

成年後見制度利用促進計画」を本計画に包含し、制度の利用促進にかかる施策を推進し

ていく必要があります。

                                     
11  中央区「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和元（2019）年度）問58 

現状と課題 

 
認知症 

ケア 
目標３ 認知症ケアを推進します 
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（ １ ）認知症の相談・支援体制の充実 

■ 各おとしより相談センターに配置している「認知症地域支援推進員」を中心に、医

療機関や地域の認知症サポーターなどと連携した総合的な相談・支援体制を推進し

ていきます。 

■ 「認知症初期集中支援チーム」を活用し、認知症の初期の段階から適切な医療や介

護サービスを利用できるよう、一人一人の状態に応じたきめ細かな支援を推進して

いきます。 

 

 

問：あなたは、認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるためには何が必要だと思いますか。

【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「認知症の早期診断・早期対応のための包括的支援体制の整備」が最も多い。 

 

 

 

 

 

 

資料：中央区「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和元（2019）年度） 

中央区「健康づくりと介護予防に関する調査」（令和元（2019）年度） 

認知症の早期診断・早期対応のための包括的支援体制の整備

認知症の高齢者や家族を支援する福祉サービスの充実

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）などの整備

認知症の相談窓口や相談体制の整備

認知症対応型通所介護（認知症高齢者専用のデイサービス）
・短期入所生活介護（ショートステイ）などの整備

認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）
などの専門的な施設の整備

認知症に関わる専門職の育成

地域による見守りや支援体制の充実

認知症についての普及啓発活動の充実

認知症カフェなど認知症の高齢者や家族が交流する場

その他

無回答

53.1 

50.0 

42.0 

41.5 

39.3 

27.9 

27.3 

27.2 

24.7 

16.5 

3.3 

7.9 

45.6 

41.6 

33.5 

37.5 

35.3 

22.0 

26.7 

24.7 

21.1 

14.3 

2.7 

16.2 

0% 20% 40% 60%

B 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査(n=1,816)

C 健康づくりと介護予防に関する調査(n=1,882)

施策の方向性 
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 認知症サポート電話およ

びおとしより相談センター

における相談支援 

 

認知症相談のための専用電話を設置し、認知症の方やその家

族等周囲の方の悩みや不安について、専門職による相談を受

けています。匿名の相談も受け付けており、必要に応じて家庭

訪問を行っています。また、身近な相談窓口としておとしより相

談センターが相談を受け、必要な情報の提供とサービスにつな

いでいます。さらに、認知症の方を支える周囲の方々の相談支

援も行っています。 

② 「認知症初期集中支援

チーム」による支援 

認知症の早期診断・早期対応により、在宅で生活する 40 歳

以上の区民で認知症が疑われる方または認知症の方の自立

生活のサポートを効果的に行うため、認知症にかかる専門的な

知識・技能を有する医師の指導のもと、複数の専門職によるチ

ームで訪問支援対象者およびその家族を訪問、観察・評価

し、家族の支援を含めた初期の包括的支援を行っています。 

③ 「認知症地域支援推進

員」・「認知症支援コー

ディネーター」による認知

症の方や家族等への相

談支援 

各おとしより相談センターの「認知症地域支援推進員」は、区

の「認知症支援コーディネーター」と連携し、本人や家族、地域

の方からの相談窓口となり、必要に応じて家庭訪問等を行うな

ど、適切な医療・介護サービスにつなげています。 

④ 認知症疾患医療センタ

ーとの連携 

認知症の専門医療相談や診断へのつなぎをスムーズに行うた

め、地域連携型認知症疾患医療センターの聖路加国際病院

および地域拠点型認知症疾患医療センターの順天堂大学医

学部附属順天堂医院との連携を図っています。 

⑤ 認知症高齢者の見守り

サービス 

【再掲】 

外出先で突然倒れたり、徘徊等により保護された場合に身元

確認を迅速に行うための「見守りキーホルダー」、「見守りアイロ

ンラベル」および「おかえりＰＡＳＳ（パス）（行方不明高齢

者情報提供シート）」の配布や、「徘徊高齢者探索システム

費用の助成」などを通して、認知症高齢者やその家族を支援し

ています。 

⑥ 高齢者通いの場支援事

業 

（介護予防・日常生活

支援総合事業） 

【再掲】 

高齢者の交流の場となる高齢者通いの場への参加を促し、社

会参加・介護予防を促進するとともに、運営者に対して立ち上

げ・運営について資金的支援などを行うほか、セミナーおよび交

流会などの実施や、介護予防・フレイル予防推進員などによる

介護予防（フレイル予防）に資する活動を支援しています。 

⑦ 生活習慣病予防 

【再掲】 

生活習慣病の知識はもとより、発症と進行に大きく関与する食

習慣、歯と口の健康づくりや運動などの生活習慣全般に関する

正しい知識を普及し生活習慣の見直しを進め、生活習慣病を

予防することで、認知症予防につなげます。 

 

 

 

 ★重点 
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※第 7 期計画期間中の実績は 123 ページに記載  

 

 

 

 

 事業 内容 

 認知症サポート電話

およびおとしより相談

センターにおける相談

支援 

認知症カフェへの出張や匿名でも相談が可能な認知症サポート電話につ

いて、区のホームページや「区のおしらせ」、認知症に関するチラシ・リーフレ

ット等に掲載するとともに、窓口や講座で案内し、周知を強化することによ

り、認知症の不安がある本人や家族が相談しやすい環境づくりに努め、具

体的なアドバイスや訪問などによる支援につなげていきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<相談窓口等の相

談件数> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
3,300件 3,600件 3,900件 

 

 ★重点 
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（ ２ ）認知症に関する普及・啓発の推進 

■ 認知症について備え、認知症になっても早期支援が効果的に行われるよう、症状の

進行にあわせた具体的なケア方法、利用できる医療・介護サービスおよび相談窓口

などをまとめた「認知症ケアパス」について、情報を適宜更新するとともに各種講

座や相談窓口で配布するなど普及に取り組んでいきます。 

■ 認知症関連のパンフレット等を更新・拡充し機会を捉えて配布するとともに、おと

しより相談センターや区の専門職員が地域に出向いて講座を行う際などに活用し

ます。あわせて、広く区民や在勤者の認知症に対する理解を深めていくため、認知

症サポーター養成講座の受講者拡大などにより、より一層の普及・啓発に取り組ん

でいきます。 

■ 若年性認知症12の方が、若年性認知症総合支援センターや若年性認知症コールセン

ター等による相談支援機関で、必要とする支援が受けられるよう普及・啓発に取り

組んでいきます。 

■ 認知症カフェでの交流を通じて、本人の話を聞きとり周囲に発信することにより、

認知症の方本人の意思を尊重し、それをいかして支援ができるよう取り組んでいき

ます。 

 

 

 

問：中央区では、おとしより相談センター（地域包括支援センター）などとともに認知症についてさ

まざまな取組を行っています。あなたは次のような取組をご存知ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「おとしより相談センターの総合相談」が最も多い。 

 

 

 

                                     
12
 65歳未満で発症した認知症疾患（アルツハイマー病、脳血管型、前頭側頭型、レビー小体型な

ど）を総称して言う。 

資料：中央区「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和元（2019）年度） 

知っている 知らなかった 無回答

（ n ）

( 1,816 )

( 1,816 )

( 1,816 )

( 1,816 )

( 1,816 )

( 1,816 )

⑤ 認知症初期集中

支援チーム

⑥ 認知症カフェ

① おとしより相談セン

ターの総合相談

② 認知症サポーター

養成講座

③ 見守りキーホル

ダー登録システム

④ 認知症サポート

電話

36.4 

11.7 

22.8 

6.8 

5.3 

13.4 

55.3 

77.1 

67.7 

82.3 

83.8 

75.8 

8.3 

11.1 

9.5 

10.9 

11.0 

10.8 

（ % ）
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 認知症ケアパス「備えて

安心！認知症」の活用 

認知症の在宅支援に関する医療や介護の情報が体系的に掲

載されており、「私のページ」では、今後の介護の希望などの気

持ちの整理ができるほか、かかりつけ医等の関連機関の情報を

得ることができます。高齢者向け講座や相談窓口等で配布・

活用しています。 

② 認知症関連パンフレット

等を活用した出前講座

の開催等 

認知症啓発パンフレット「知って安心 認知症」、「認知症か

な？と思ったら･･･」や東京都若年性認知症総合支援センター

のご案内を相談窓口等で活用するとともに、専門職員による出

前講座などを行っています。また、認知症の普及・啓発の取組

として、「知って安心 認知症」を高齢者のいる世帯に全戸配

布します。 

③ 認知症の方本人の発信

支援および認知症の理

解促進 

 

認知症カフェの運営を支援するとともに、認知症の方本人の話

を聞くことにより、理解してほしいこと・サポートしてほしいことなど

を周囲の人に発信できるよう支援していきます。また、その声を

認知症サポーターステップアップ講座などで紹介することにより、

認知症の理解促進を図ります。 
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認知症はだれもがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなどを含

め、多くの人にとって身近なものとなっています。認知症の発症を遅らせ、認知症にな

っても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視

しながら「共生」と「予防」を車の両輪として施策を推進するため、令和元（2019）

年６月、国が認知症施策推進大綱を取りまとめました。 

 本大綱の対象期間は、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７（2025）年までとし、

具体的な施策には KPI（目標）が設定され、策定後３年を目途に、施策の進捗を確認す

るものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム：認知症施策推進大綱 

①普及啓発・本人発信支援 

・認知症に関する理解促進 

・相談先の周知 

・認知症の人本人からの発信支援 

②予防 

・認知症予防に資する可能性のある活動の推進 

・予防に関するエビデンスの収集の推進 

・民間の商品やサービスの評価・認証の仕組みの検討 

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

・早期発見・早期対応、医療体制の整備 

・医療従事者等の認知症対応力向上の促進 

・介護サービス基盤整備・介護人材確保・介護従事者の認知症対応力向上の促進 

・医療・介護の手法の普及・開発 

・認知症の人の介護者の負担軽減の推進 

④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

・「認知症バリアフリー」の推進 

・若年性認知症の人への支援 

・社会参加支援 

⑤研究開発・産業促進・国際展開 

・認知症の予防、診断、治療、ケア等のための研究 

・研究基盤の構築 

・産業促進・国際展開 

具体的な施策の 5 つの柱と取組内容 
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（ ３ ）認知症の人を地域で支える体制の推進 

■ 認知症サポーター養成講座についてはオンラインを含むさまざまな方法で開催し、

認知症サポーターを養成していくとともに、受講企業等に対して、サポーターであ

るしるしとしてステッカーを配布し、企業等に貼付してもらうことで、認知症の方

が安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。 

■ 区民のキャラバン・メイトを養成し、おとしより相談センターの支援のもと、認知

症サポーター養成講座の講師として、認知症サポーターの育成を推進し、活動の場

を広げていきます。 

■ 認知症サポーターや専門相談員、地域のさまざまな担い手とともに、認知症の方や

その家族が身近な場所で安心して交流し、認知症カフェ（気軽に相談や情報発信が

できる場）を支援し、認知症の方本人の発信の場をつくります。 

■ 行方不明高齢者捜索ネットワークを新たに構築することで、地域見守り活動団体や

協定締結事業者による地域の見守り活動を強化し、地域全体で認知症の方やその家

族を支える体制の整備を推進していきます。 

 

 

問：あなたは、認知症になっても、住み慣れた家で暮らし続けたいと思いますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●約半数の人が「どうしても住み慣れた家で暮らし続けたい」または「できることならば住み慣れた

家で暮らし続けたい」と回答している。 

 

 

  

資料：中央区「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和元（2019）年度） 

   中央区「健康づくりと介護予防に関する調査」（令和元（2019）年度） 

 

どうしても住み

慣れた家で暮ら

し続けたい

できることなら

ば住み慣れた

家で暮らし続け

たい

適切な施設があ

れば入所したい

わからない 無回答

（ n ）

( 1,816 )

( 1,882 )

B 介護予防・日常生活

圏域ニーズ調査

C 健康づくりと介護予防

に関する調査

（ % ）

11.1 

9.7 

36.5 

35.2 

30.2 

30.2 

18.8 

15.0 

3.4 

9.9 
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 認知症サポーター養成

講座の開催 

 

 

「認知症サポーター養成講座」を企業や町会・児童館などで幅

広い年代を対象に、住民講座、オンラインを含むさまざまな方

法で開催し、地域で暮らす認知症の方や家族を日常生活の

中でサポートする認知症サポーターの輪を拡大しています。 

認知症サポーターの証として、講座の受講者には「認知症サポ

ーターカード」、受講団体・企業には「ステッカー」を配布していき

ます。また、認知症の方やその家族の支援ニーズと認知症サポ

ーターを中心とした支援者をつなぐ仕組みであるチームオレンジ

の整備について検討していきます。 

② 認知症カフェ（気軽に

相談できる場）への支

援 

 

専門相談員や地域のさまざまな担い手とともに、認知症の方や

その家族が身近な場所で安心して交流できる認知症カフェ

（気軽に相談できる場）の支援を図るとともに、認知症の方

本人からの発信の機会を作っていきます。 

③ 地域見守り活動団体

（あんしん協力員会）

による見守り活動 

【再掲】 

地域見守り活動団体（あんしん協力員会）が見守りを要する

高齢者への戸別訪問による安否確認や声かけなど、高齢者の

孤立、認知症、フレイルの進行の防止などの課題について地域

で取り組み、支援を行っています。 

④ 協定締結事業者による

見守り活動 

【再掲】 

宅配事業所などの事業者が通常業務を行う中で高齢者の異

変を発見した場合には、協定に基づき、地域のおとしより相談

センターと連携のうえ、高齢者を支援する見守り活動を実施し

ています。 

⑤ 認知症支援における地

域ケア会議の活用 

認知症高齢者が地域で住み続けられるよう、必要に応じて、お

としより相談センターが地域ケア会議を開催し、地域におけるサ

ポート体制を強化しています。 

⑥ 行方不明高齢者捜索

ネットワーク  

【再掲】 

 

行方不明高齢者の早期発見、事故の未然防止のため、認知

症サポーターや見守り協定締結事業者等による捜索ネットワー

クを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★重点 

 ★重点 
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※第 7 期計画期間中の実績は 123 ページに記載           

                      

 

 

 

  

 事業 内容 

 認知症サポーター養

成講座の開催 

認知症の正しい知識の啓発を幅広い年代に対して積極的に行い、地域

全体が認知症の方や家族に対してサポートする環境づくりを進めます。講

座を児童館などで開催し、子どもやその家族を対象に加えるとともにオンラ

インで実施するなど、対象者を一層広げてサポーターの活躍を促していきま

す。また、ステップアップ講座等を通じて、認知症サポーターが地域の見守り

活動や認知症カフェ運営などの活動に参画することを促していきます。講

座の講師役であるキャラバン・メイトの活動を支援していきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<平成 18（2006）

年度からの延べ認知

症サポーター数> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 

17,000人 18,000人 19,500人  

 事業 内容 

 行方不明高齢者捜

索ネットワークの構築 

 

 

行方不明高齢者の早期発見、事故の未然防止のために、区が行方不

明高齢者の情報を共有できるＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、見

守り活動団体・見守り協定締結事業者や認知症サポーター等と連携して

捜索できるネットワークを構築します。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
検討 実施 拡大 

 

 参考指標 ・行方不明高齢者捜索ネットワーク登録者数 

・見守り活動団体数 

・見守り協定締結事業者数 

・認知症サポーター数 

 ★重点 

 ★重点 

新規 
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チームオレンジとは、市町村がコーディネーターを配置し、地域において把握した

認知症の方の悩みや家族の身近な生活支援ニーズ等と認知症サポーターを中心とした

支援者をつなぐ仕組みとして、地域ごとに整備する取組です。国では令和（2019）

元年度より、認知症サポーター活動促進事業を実施しています。 

この取組を通じて、認知症当事者も地域の一員として、社会参加することを後押し

するとともに、認知症サポーターの更なる活躍の場を整備していきます。 

  

コラム：チームオレンジ 

ター 

出典：厚生労働省ホームページ 
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（ ４ ）権利擁護の推進 

■ リーフレット等の活用により、成年後見制度の普及・啓発を推進し、成年後見制度

の利用促進を図ります。 

■ 成年後見制度の利用が必要な高齢者の早期発見・早期支援につなげるため、関係機

関等と連携し、地域連携ネットワークを構築します。 

■ 社会貢献型後見人等を育成するため、養成研修やフォローアップ研修を実施して、

担い手を養成するとともに、後見等の受任を促進します。 

■ 町会・自治会や高齢者クラブ等を対象とした消費生活講座等を開催し、消費生活全

般や消費者トラブルの未然防止を図っていきます。 

■ 高齢者虐待防止法に定められる身体的虐待、ネグレクト、経済的虐待といった虐待

について、区と関係機関が緊密に連絡をとりながら、虐待防止と適切な支援・連携

が行われる体制の整備を推進していきます。 

 

 

問：あなたは、「成年後見制度」について内容をどの程度ご存知ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●約半数の人が成年後見制度を「あまり知らなかった」または「全く知らなかった」と回答してい 

る。 

 

 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 成年後見制度の普及・

啓発 

成年後見制度の利用促進を図るため、ホームページやリーフレ

ット、区内のイベント等において、成年後見制度の基本的な仕

組みや申立費用・報酬助成制度の周知をしています。 

 

② 成年後見制度の利用

支援 

誰もが成年後見制度を安心して利用できるようにするため、本

人の意思を最大限尊重した適時適切な制度利用の促進、地

域関係者と連携した相談体制の強化、支援方針の検討等へ

の司法・福祉専門職の参加などを行っていきます。 

  

資料：中央区「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和元年度） 

よく知っている 名前・制度につ

いてはおおよそ

知っている

名前を聞いたこ

とがある程度で

制度については

あまり知らない

全く知らなかっ

た

無回答

（ n ）

( 1,816 )全 体 12.6 31.3 38.7 14.3 

3.1 

（ % ）
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※平成 25（2013）年度から令和２（2020）年度までの延べ受任件数 10 件（令和２年 12 月末現在） 

 事 業 内 容 

③ 社会貢献型後見人等
13の養成および受任促

進 

 

社会貢献型後見人等候補者を養成するため、養成研修、フ

ォローアップ研修等を実施しています。また、養成研修を修了し

た社会貢献型後見人等候補者の活動の機会を増やすため、

後見等の受任を促進していきます。 

④ 区長申立ての実施 認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な

人の権利を擁護するため、成年後見等開始の審判請求を行

う配偶者がいない場合などに、親族に代わって区長が家庭裁

判所に審判の請求を行う区長申立てを実施しています。 

⑤ 地域連携ネットワークの

構築および中央区権利

擁護支援推進協議会

（仮称）の設置 

本人および後見人等を支える医療・福祉・地域の関係者等か

らなるチームを相談機関、専門職、行政等が一体的に連携・

協力して支援するため、地域連携ネットワークを構築します。区

および成年後見支援センター「すてっぷ中央」が連携し、中核

機関として、専門職による専門的助言等の支援の確保、地域

連携ネットワークの運営および地域における連携・対応強化の

継続的な推進を行います。 

また、地域連携ネットワークの機能・役割が適切に果たせるよう

な体制づくりを進めるための合議体として、中央区権利擁護支

援推進協議会（仮称）を設置します。 

⑥ 高齢者虐待相談 高齢者虐待に関する通報・相談窓口の啓発のほか、虐待が

疑われるケースについては、関係機関と連携して問題解決に向

け迅速に対応しています。また、ホームページ、パンフレット等に

よる普及・啓発を通じて、幅広く区民、事業者等への理解を促

進します。 

 

    

 

                                     
13 社会貢献型後見人等：親族や専門職ではないが、社会に貢献したいという意思があり、同じ区民とし

て身近な立場で支援する成年後見人等。認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方に

対して成年後見活動を行う。活動にあたっては、成年後見制度の趣旨と内容を理解するため、区が実施す

る基礎講習を修了する必要がある。 

 事業 内容 

 社会貢献型後見人

等の養成および受任

促進 

 

社会貢献型後見人等候補者を養成するため、養成研修、フォローアップ

研修等を実施しています。また、養成研修を修了した社会貢献型後見人

等候補者の活動の機会を増やすため、後見等の受任を促進していきま

す。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

＜平成 25

（2013）年度から

の延べ受任件数> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
11件 12件 13件  

 ★重点 

 ★重点 

新規 
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成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なため、

不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービ

スや施設への入所に関する契約を結んだりすることが難しい人を後見人等が代理し、財

産を管理したり必要な契約を締結したりして本人を法律的に支援する制度です。 

成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の２つがあり

ます。 

 法定後見制度は、既に判断能力が不十分となっているときに、家庭裁判所に申立て

をすることにより、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人が、本人を代理して財産

や権利を守り、本人を保護・支援する制度です。法定後見は、判断能力の程度など本

人の事情に応じて、「後見」「保佐」「補助」の３つに分かれています。 

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な

状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人（任意後見人）に、自分

の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約（任意後見契

約）を結んでおく制度です。 

 

 

  

 後 見 保 佐 補 助 

対象者 判断能力が全くない人 
判断能力が著しく不十

分な人 

判断能力が不十分な

人 

申立てができ

る者 
本人、配偶者、４親等内の親族、区市町村長等 

同意または取

り消すことがで

きる行為 

原則として全ての法律

行為（日常生活に関

する行為を除く。） 

借金、相続の承認など

民法第13条第１項に

規定する行為のほか、

裁判所が定める行為

（日常生活に関する

行為を除く。） 

申立てにより裁判所が

定める行為（民法第

13条第１項に規定す

る行為の一部に限る。

日常生活に関する行

為を除く。） 

代理すること

ができる行為 

原則として全ての法律

行為 

申立てにより裁判所が

定める行為 

申立てにより裁判所が

定める行為 

コラム：成年後見制度 
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  成年後見支援センター 

「すてっぷ中央」 

 

軽度の認知症がある 80 代の女性。夫の遺産を相続し今は一人暮らし

です。 

自宅に税理士を名乗る怪しい人物が出入りしていると、近隣住民から

おとしより相談センターに情報が寄せられました。 

おとしより相談センターから相談を受けたすてっぷ中央が本人の話を

聞いたところ、「よくわからずに通帳を預けてしまい、管理料を請求され

たり、高額物件購入の話が進んでいたり…。」との情報が得られました。 

さらに、本人からは不信感や恐怖心を感じているとの話があったため、

成年後見制度の利用を勧めました。成年後見人を選ぶにあたっては「自

分を守ってくれるしっかりとした資格を持った人に支援してもらいた

い」との希望があったため、すてっぷ中央から候補者として弁護士を紹

介し、本人が家庭裁判所への提出書類の作成を弁護士に依頼しました。 

その弁護士が本人を後見する補助人に就任したことで、財産管理が適

切に行われるようになり、本人に管理料も払い戻され、高額物件購入も

断ることができました。福祉サービスの利用手続も補助人が行ってくれ

たため、ヘルパーの支援を受けながら、自宅で安心して生活を送ること

ができています。 
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東京都保健医療計画（平成 30（2018）年３月改定）によると、本区が位置する区

中央部二次保健医療圏域14の特徴は、医療療養病床15数は都平均の約５割、介護療養病

床16数は都平均の約３割である一方、高度医療提供施設17が集積しさまざまな地域から

患者が流入しているとされています。東京都が平成 28（2016）年７月に策定した「地

域医療構想」に基づく、令和７年（2025）年に向けた病床の機能分化・連携の影響に

より、さらに自宅や居住系介護施設などで医療・介護サービスの提供を受けながら療養

生活を送り最期を迎える方が増加することが予想されます。 

地域の医師会等と緊密に連携しながら、かかりつけ医の普及・定着を進め、災害発生

時においても、要介護高齢者などに対して、在宅医療や必要とする医療サービスが切れ

目なく最期まで提供される環境を整備していくことが重要です。 

医療的ケアを必要とする要介護者の在宅療養生活の継続や看取り18のニーズに応え

るには、地域における医療・介護の関係機関が連携して、さらに包括的・一体的な在宅

医療・介護サービスを提供することが求められます。 

区の調査19では区内の医師会、歯科医師会、薬剤師会の会員のうち、在宅療養支援を

推進するために必要なこととして、「医療関係者と介護関係者が情報交換できる場を確

保する」が 26.8%と上位にあり、顔の見える関係づくりの場の提供、またそれらへの

参画を促す取組も重要です。 

介護が必要になっても自宅で暮らし続けたいという高齢者が多い中、自分らしく最期

まで安心して在宅療養生活を送るためには、本人や家族をはじめ広く区民に在宅療養が

必要になったときの医療や介護サービスの適切な選択や、人生の最終段階の過ごし方を

考え、家族等や医療・ケアチームと話し合い共有していくＡＣＰ（人生会議）の取組や

在宅療養について普及・啓発を図ることが重要です。 

 

  

                                     
14  地域の保健医療ニーズに対して、都民に最も適切な保健医療サービスを提供していく上での圏

域として、一次（区市町村）、二次（複数の区市町村）および三次（都全域）の保健医療圏を東京

都が設定している。 
二次保健医療圏は、千代田区、中央区、港区、文京区、台東区で構成される。 

15  主として長期にわたる療養が必要とする患者のための病床（医療保険が適用） 
16  主として長期にわたる療養が必要とする患者のための病床（介護保険が適用） 
17  高度医療・先進的な医療を提供する大学病院本院や高度医療を提供する医療機関として国が承

認した特定機能病院。 
18  近い将来、死が避けられないとされた人に対し、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和・軽減すると

ともに、人生の最期まで尊厳ある生活を送ることができるよう支援し、最期を見届けること。 

19  中央区「在宅医療・介護に関する調査」（令和元（2019）年度）問29 

現状と課題 

 医療 
目標４ 在宅療養の支援を推進します 
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（ １ ）安心・安全な医療の確保 

■ 健康状態や生活機能の低下のサインを早期に発見できるよう、区内の医師会・歯科

医師会・薬剤師会との緊密な連携のもと、「かかりつけ医ＭＡＰ」等の配布などに

より、かかりつけ医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局の普及・定着を促進して

いきます。 

■ 医師会等との連携強化により、在宅医療が必要になったときから看取りまで行うこ

とができる医療体制の確保に取り組み、身近な地域で適切な医療が受けられる環境

づくりを進めていきます。 

■ 休日等応急診療所などの緊急時の医療体制を引き続き確保していきます。また、在

宅療養者本人およびその介護者の緊急時に対応できるよう、在宅療養支援病床や医

療対応の緊急ショートステイの確保による切れ目のない支援体制を維持します。 

■ 特別養護老人ホームへの看護職員の雇用費の助成などにより、高度な医療を必要と

する高齢者の受入れを促進していきます。 

■ 災害発生時に医師会等と連携を図り、感染症の発生を考慮しながら、発災直後から

の医療救護活動および医薬品の確保など応急救護体制を充実させていきます。 

 

 

 

問：あなたは、普段から治療を受けたり、日常の健康についての相談・指導を受けることができる、

かかりつけの医師、歯科医師、薬局、薬剤師がいますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●約７割の人が「かかりつけ医師」がいると回答している。 

 

 

 

  

資料：中央区「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」（令和元（2019）年度） 

施策の方向性 

いる いない 無回答

（ n ）

( 1,816 )

( 1,816 )

( 1,816 )

( 1,816 )④ かかりつけ薬剤師

① かかりつけ医師

② かかりつけ歯科医師

③ かかりつけ薬局

71.2 

55.5 

42.1 

20.6 

10.2 

10.3 

17.1 

27.5 

18.6 

34.3 

40.8 

51.9 

（ % ）
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 「かかりつけ医ＭＡＰ」

「かかりつけ歯科医マッ

プ」の配布 

医療相談窓口を設置するとともに、「かかりつけ医ＭＡＰ」等の

配布などを通じて区内医療機関の情報をわかりやすく提供し、

かかりつけ医等の普及・定着を図っています。 

② 地域医療体制整備のた

めの医師会等との連携 

病床の機能分化などの状況を勘案し、今後の訪問診療、訪

問歯科診療、訪問薬剤管理指導などの在宅医療ニーズに関

して医師会等と連携を強化し、地域医療体制の整備に向けた

協議を行っています。 

③ 休日等診療 区内の医師会、歯科医師会、薬剤師会の協力のもと、休日

等における急病患者に対する診療（内科・歯科等）および調

剤サービスを提供するとともに、入院施設を確保し、休日応急

診療所からの転送にも対応しています。 

④ 在宅療養支援病床の

確保 

在宅療養をしている要介護高齢者などの病状が急変し、かかり

つけ医が入院を要すると診断した場合、入院して適切な治療

が受けられるよう、区内および隣接区の病院３カ所に緊急一

時入院のための病床を確保しています。 

⑤ 医療対応の緊急ショート

ステイサービス 

家族等介護者の緊急時などに利用できる医療対応のショート

ステイサービスを提供し、切れ目のない支援体制を確保してい

ます。 

⑥ 特別養護老人ホーム看

護職員雇用費用の助

成 

区内の特別養護老人ホームの運営事業者に対し、看護職員

を雇用する経費を助成し、看護職員の配置を促進することによ

り、経管栄養などの医療処置を必要とする入所希望者の受入

れを促進しています。 

⑦ 災害時の応急救護体

制の整備 

災害発災時においては、医師会・歯科医師会・薬剤師会・柔

道整復師会と連携し、迅速な対応ができるよう初動体制を構

築するとともに、薬剤師会との連携による医薬品の確保も図っ

ています。 
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（ ２ ）医療と介護の連携による在宅療養支援の推進 

■ 「中央区在宅療養支援協議会」において、医療と介護の連携ネットワークの効果的

な運用、必要なサービス等の整備などについて協議を行い、医療的ケアを必要とす

る在宅要介護高齢者やその家族の在宅生活を支援するための体制整備を強化して

いきます。 

■ 医療機関や介護事業者を対象とした日常の療養支援、看取り、認知症の対応力強化

など在宅療養にかかる課題についての研修会の開催や多職種連携支援の手引きを

作成してその活用を促進するとともに、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用するなどし、

医療・介護の連携強化と在宅療養についての技能や知識の普及・啓発を図っていき

ます。 

■ 医療と介護の連携により、安心して在宅療養を継続することができるよう、在宅医

療を受け持つ医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師とケアマネジャーや介護サービ

ス従事者の交流の場を開催していきます。 

■ 医療・介護サービス資源を分かりやすく整理し、区ホームページやパンフレットな

どを通じて広く区民に対する情報提供を行っていきます。 

■ 医療・介護サービスの関係機関の連携強化および情報共有の支援を強化するため、

おとしより相談センターの相談窓口機能の強化を図っていきます。 

 

問：医療と介護を一体的に提供し、在宅療養支援を進めていくため、医療機関、介護サービス事業

者、行政はどのようなことに取り組むことが必要だと思いますか。【複数回答：３つまで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「医療的ケアや介護が受けられるサービス付き高齢者向け住宅を充実させる」が最も多く、次い

で「医療関係者と介護関係者が情報交換できる場を確保する」が多い。 

資料：中央区「在宅医療・介護に関する調査」（令和元（2019）年度） 

医療的ケアや介護が受けられるサービス付き
高齢者向け住宅を充実させる

医療関係者と介護関係者が情報交換できる場を確保する

医療的ケアが必要な人が利用できる
ショートステイ施設を充実させる

おとしより相談センター（地域包括支援センター）
などの身近な相談窓口の充実

訪問看護ステーションを更に充実させる

医療的ケアが必要な人が利用できる
デイサービス施設を充実させる

医療と介護の連携マニュアルを作成する

多職種連携強化のための研修を充実させる

ＩＣＴツールによる、在宅療養者に関する
情報の共有を推進する

区内の医療機関や介護関係者への
連絡可能時間を記した連絡先リストを整備する

その他

無回答

27.4 

26.8 

25.2 

24.2 

21.9 

21.0 

19.7 

17.4 

15.8 

13.5 

3.5 

11.6 

0% 20% 40%n=310
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※第 7 期計画期間中の実績は 123 ページに記載 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 在宅療養支援協議会

の開催 

学識経験者、医療関係団体、主任介護支援専門員等により

構成される「中央区在宅療養支援協議会」において、医療と

介護の連携ネットワークの効果的な運用、必要なサービス等の

整備について協議を行っています。 

② 医療・介護サービス従事

者の多職種連携 

医療ニーズの高い要介護高齢者の支援体制のあり方などを示

した「在宅療養支援（要介護高齢者）の手引」を活用すると

ともに、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した多職種連携体

制の構築（情報共有ツールの導入）を支援し、医療と介護

関係者の連携を図っています。 

③ 「医療と介護の関係者の

交流の場」の開催 

 

医師、看護師、ケアマネジャー20などの専門職を対象としたグル

ープワーク研修を区やおとしより相談センターが中心となって開

催し、多職種のチームで在宅療養生活を支えるための課題や

支援策について意見交換を行う場を提供しています。 

④ 医療・介護サービス資源

の把握および情報提供 

在宅療養支援診療所の届出を行っている医療機関をはじめ、

訪問看護ステーションなど、在宅療養の関係機関の情報（所

在地、連絡先など）をリスト化してホームページなどで情報提

供しています。 

 

 

 

 

 

 

                                     
20 要介護または要支援と認定された高齢者やその家族からの相談や心身の状況などに応じて適切な

介護サービスを利用できるように、ケアプランの作成や区・介護サービス事業者などとの連絡調整

を行う専門職。 

 

 事業 内容 

 「医療と介護の関係

者の交流の場」の開

催 

在宅医療を受け持つ医師、歯科医師、薬剤師、訪問看護師とケアマネ

ジャーや介護サービス従事者の交流の場として、多職種連携研修を開催

し、顔の見える関係づくりの場を提供していきます。これにより、医療と介護

の連携をよりスムーズにして、安心して在宅療養を継続することができるよ

うにしていきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<開催回数> 

<平成 23（2011）

年度からの延べ参加

者数> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 

６回 

 1,050人 

６回 

 1,150人 

６回 

1,300人 

 

 ★重点 

 ★重点 
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（ ３ ）在宅療養の普及・啓発 

■ 一人一人が、在宅での療養が必要となったときの、在宅医療や介護サービスの適切

な選択方法や人生の最終段階の過ごし方を考え、家族や医療・ケアチームと話し合

い共有していくＡＣＰ（人生会議）、看取りなどをテーマとしたシンポジウムや講

演会を開催し、在宅療養のより一層の普及・啓発に取り組んでいきます。 

■ リーフレットの活用などにより、本人や家族等に本人が望む医療やケアについて前

もって考えることの大切さを伝えるとともに、ケアマネジャー連絡会・研修会を通

じて、ＡＣＰ（人生会議）の重要性について普及・啓発に取り組んでいきます。 

 

 

問：あなたは、病気が治る可能性がなくなり、終末期になった場合、どこで介護を受けたいと思いま

すか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「病院などの医療施設」が最も多く、次いで「自宅」が多い。 

 

 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 区民向け在宅療養支

援シンポジウムおよび講

演会の開催 

 

区民を対象としたシンポジウム、講演会の開催や区民向けリー

フレットを作成・配布し、在宅療養や在宅での看取り、ＡＣＰ

（人生会議）などに関する普及・啓発を図っています。 

 

 

② 在宅療養支援訪問看

護事業 

 

在宅療養生活の中核を担う訪問看護サービスの利用を促進

するため、導入を迷っている利用者や家族が体験的に利用で

きるお試しサービスを提供することにより、利用を後押ししていま

す。 

③ 訪問歯科・薬剤管理サ

ービスの普及・啓発 

在宅要介護者などが自宅で必要な歯科診療や専門的口腔ケ

アを受けられる訪問歯科診療や、薬剤師が訪問して服薬指導

や支援を行う訪問薬剤管理指導などの在宅医療サービスにつ

いて、歯科医師会や薬剤師会と連携し、普及・啓発を図ってい

ます。 

 

資料：中央区「高齢者の生活実態調査」（令和元（2019）年度） 

病院な

どの医

療施設

自宅 子ども

の家

兄弟姉

妹など

の親族

の家

特別養

護老人

ホーム

（介護老

人福祉

施設）

家族、

親族の

判断に

任せる

その他 わから

ない

無回答

（ n ）

( 1,569 )全 体 31.4 21.2 

0.6 0.2 

13.2 12.3 

1.7 

14.3 5.0 

（ % ）

 ★重点 
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※第 7 期計画期間中の実績は 123 ページに記載 

 

 

 

 

アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning ：ACP）とは、意

思決定能力が低下する場合に備えて、本人を主体に、家族や親しい人、医療・介護従

事者、介護サービス提供者などと一緒に、あらかじめ、本人の希望や価値観に沿った

生活や医療・ケアについて繰り返し話し合い、共有する取組です。 

 国では、ACP に「人生会議」という愛称をつけ、「もしものとき」について話し合う

ことを進めています。必ずしも誰しもが ACP を行わなければならないということでは

ありませんが、本人の価値観や希望に添った医療・ケアが実現することを目指していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業 内容 

 区民向け在宅療養

支援シンポジウムおよ

び講演会の開催 

区民を対象としたシンポジウムや講演会を開催することにより、さらに多くの

区民が在宅療養や在宅での看取りなどに関するイメージを持ち、自分のこ

ととして考えてもらえるようにしていきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<開催回数> 

<平成 23（2011）

年度からの延べ参加

者数> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 

２回 

 1,350人 

２回 

 1,450人 

２回 

1,600人 

 

コラム：ACP（人生会議） 

 ★重点 
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介護保険サービスは、介護を要する高齢者の身の回りの世話をするというだけではな

く、高齢者の尊厳を保持し、自立した日常生活を支援することを理念としています。一

人一人が状態に応じた適切なサービスを受け、介護が必要になっても住み慣れた自宅で

の生活を続けられるよう支援するためには、介護保険サービスや区独自のサービスを充

実し、在宅介護生活の継続を支援していくことが重要です。 

介護が必要となった方の重度化を防止しつつ、自宅で介護保険サービス等を安心して

受けるためには、介護事業者への実地指導や地域ケア会議を活用したケアマネジャーへ

の支援などにより、介護事業者等の質の向上を進めていくことが不可欠です。 

さらに、台風や豪雨、地震などの自然災害や感染症が発生した状況下においてもサー

ビス提供の継続が求められることから、日頃から災害や感染症の発生を想定した備えが

必要です。感染症拡大防止や災害対策にかかる研修や発災を想定した訓練を定期的に実

施し、介護事業者と緊密に連携して、必要物品の備蓄や非常時の人員体制などについて

確認し、体制を整備することが必要です。 

介護人材の確保の点では、都心区である本区は、介護事業者において、人材不足が顕

在化しています。区の調査21では居宅サービス事業者の 46.1%、施設サービス事業者

の 89.6%が介護職員の不足を感じています。また、令和７（2025）年以降、担い手

となる現役世代の減少が見込まれるなかで、介護職合同就職相談・面接会の開催や介護

職員などへの宿舎借上支援等により介護人材を確保し、定着支援を継続していく必要が

あります。 

また、介護事業者への支援だけでなく、自宅で介護をしている家族等への支援も推進

する必要があります。「介護離職ゼロ」を目指し、介護と仕事の両立を支援するために

は、介護者の休息（レスパイト）や情報交換、悩みの共有などを図る場の提供が求めら

れます。介護者同士の交流会の開催やショートステイサービスの提供など、介護と仕事

の両立を希望する介護者の不安や悩みに応える相談機能の強化・支援を推進していくこ

とが重要です。 

 

  

                                     
21  中央区「居宅サービス事業者調査」（令和元（2019）年度）問15、中央区「施設サービス事業

者調査」（令和元（2019）年度）問16 

現状と課題 

 介護 
目標５ 介護サービスの充実と人材確保を推進します 
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（ １ ）在宅生活を支えるサービスの充実 

■ 中重度の要介護高齢者および認知症高齢者の増加に対応していくため、「小規模多

機能型居宅介護」の周知を図り、利用を促進していきます。 

■ 重度者をはじめとした要介護者の自宅での生活を支えるため、日中・夜間を通じ 

 て訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行う「定 

期巡回・随時対応型訪問介護看護」の周知を図り、利用を促進していきます。 

■ 入浴サービス、紙おむつの支給等の介護保険サービスの種類や量を補う区独自のサ

ービスについては、サービス給付の現状分析やニーズに応じた見直しを行いながら、

自宅での生活の継続を支援していきます。 

■ 自立支援・重度化防止を推進するため、介護保険で実施する生活期リハビリテーシ

ョンサービスの提供体制のあり方を検討していきます。 

■ ショートステイを提供することで、要介護者の心身機能の維持を図ります。 

■ 無理なく在宅介護を続けられるよう、緊急時に対応する緊急ショートステイやミド

ルステイなどによる切れ目のない支援を推進していきます。 

 

問：あなたが、今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらな

る充実が必要と感じる支援・サービスを含む）は何ですか。【複数回答：３つまで】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が最も多い。 

  
資料：中央区「介護保険サービス利用状況等調査【居宅サービス利用者】」（令和元（2019）年度） 

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

掃除・洗濯

配食

外出同行（通院、買い物など）

紙おむつ支給・おむつ代助成

おとしより介護応援手当の支給

介護者慰労事業（食事券・マッサージ券・旅行券の支給）

緊急通報システムの設置

買い物

調理

理美容サービス

見守り、声かけ

簡単な家の修繕や電球の交換等

ゴミ出し

ふとん乾燥・丸洗い

サロンなどの定期的な通いの場

一般寝台貸与

徘徊高齢者探索システム費用助成

身元保証制度

その他

特にない

無回答

20.0 

17.9 

16.2 

15.9 

15.8 

14.6 

10.8 

9.9 

9.3 

8.6 

8.4 

6.8 

6.6 

4.4 

4.3 

3.4 

2.8 

1.9 

1.2 

2.8 

13.3 

12.5 

0% 10% 20% 30%n=1,237

施策の方向性 
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 「小規模多機能型居宅

介護」の周知・利用促

進 

 

「通い」を中心に、なじみのスタッフによる「訪問」や「宿泊」を柔

軟に組み合わせた定額の地域密着型サービスである「小規模

多機能型居宅介護」については、区内３カ所の事業所（定

員 79人）の周知および利用促進を図っていきます。 

② 「定期巡回・随時対応

型訪問介護看護」の周

知・利用促進 

日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が連携して定期巡

回および利用者からの連絡による随時の対応を提供する地域

密着型サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」につ

いては、周知および利用促進を図っていきます。 

③ 区独自の在宅サービスの

提供 

生活援助サービス22、理美容サービス、ふとん乾燥・丸洗いサー

ビス、紙おむつの支給等、介護保険サービスの種類や量を補う

区独自のサービスを提供しています。 

④ リハビリテーション提供体

制のあり方の検討 

地域が目指すべきリハビリテーションサービス提供体制の構築に

向けて、介護事業所の数や利用率のデータなどを活用して地

域の実態や課題の分析を進めていきます。 

⑤ ショートステイ（短期入

所生活介護・短期入所

療養介護）サービスの

提供 

 

在宅で生活する要介護者とその家族支援を拡充するため、特

別養護老人ホーム等に短期間入所して日常生活の世話や機

能訓練を受けるショートステイサービス（８事業所 85 床）を

提供しています。 

⑥ 緊急ショートステイ 

・ミドルステイサービス 

の提供 

介護者が入院するなどの緊急時に利用できる緊急ショートステ

イおよび要介護度４，５で特別養護老人ホームの申込者が

利用できるミドルステイサービスを提供しています。 

  

                                     
22 介護保険のサービスを限度額まで利用してもサービスが不足する場合に、生活援助や院内介助の

ホームヘルプサービスが利用できる区の独自サービス 
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（ ２ ）介護保険サービスの質の向上 

■ 自立支援・重度化防止に資する適切なケアマネジメント23が行われるよう、ケアプ

ラン点検を推進し、介護事業所への実地指導を強化することで、より一層の給付の

適正化を図っていきます。 

■ 地域ケア会議（資質向上型）を通して、支援内容の改善やケアマネジャーをはじめ

とした専門職の資質の向上を図っていきます。また、おとしより相談センターが地

域のケアマネジャーの個別相談に応じるとともに、研修会を開催し、個々の能力が

向上するよう支援していきます。 

■ 学識経験者をはじめ、医療関係団体の構成員などで構成される介護保険地域密着型

サービス運営委員会を開催し、区内外の地域密着型サービスについて報告を行い、

適切な運営を図っていきます。 

■ 介護事業者が希望するテーマに沿った各種研修会の開催や事業者支援関連システ

ム（ケア倶楽部）などを活用して、「介護保険サービス事業者連絡協議会」の活動

を支援し、介護事業者の質の向上を図るとともに相互の連携を強化していきます。 

■ 近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、感染症・災害

発生時に介護事業者と連携を図るために、感染症・防災対策にかかる研修や訓練を

実施していきます。 

■ 介護サービス相談員が定期的に介護施設へ訪問し、利用者や家族の話を聞き、施設

職員と話をすることで、利用者の不安を解消するとともに、介護施設のサービスの

向上を推進していきます。 

 

 

問：あなたは、現在のケアプランに満足していますか。 

 

 

 

 

 

 

 

●約半数の人が「満足している」または「やや満足している」と回答している。 

 

 

  

                                     
23
 高齢者の要望や心身の状態を把握したうえで、必要とされる保健・医療・福祉の多様なサービス

とつなぎ、効果的に提供されるように調整を行うこと。  

資料：中央区「介護保険サービス利用状況等調査【居宅サービス利用者】」（令和元（2019）年度） 

満足している やや満足し

ている

ふつう やや不満で

ある

不満である 無回答

（ n ）

( 1,237 )全 体 29.3 22.5 31.8 6.2 

2.4 

7.8 

（ % ）
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 介護給付の適正化 

 

ケアプランの内容について利用者の自立支援の観点から過不

足なくサービスが提供されているか介護給付適正化指導調整

専門員による点検を行っています。また、介護事業者の不正請

求を防ぐため「介護給付費通知」を送付するなど、給付の適正

化を図っています。 

② 介護事業所への実地指

導の実施 

 

良質な介護サービスを提供するために、介護事業所を訪問し

ながら実地指導を実施し、人員・設備・運営等の基準を満たし

ているか、適正にサービスが提供されているかなど、介護事業所

の運営等に関して指導・助言等を行っています。また、東京都

と連携し、介護事業所の指導監督体制の充実を図っていま

す。 

③ 地域ケア会議の開催 

 

おとしより相談センターが中心となり、地域住民や医療・福祉・

介護関係者などの参加のもと、普及啓発型、問題解決型およ

び資質向上型の地域ケア会議を開催しています。関係機関と

の情報共有や介護保険制度、高齢者福祉サービスの普及・

啓発のほか、地域におけるニーズの把握や高齢者個々の事情

に応じたきめ細かい支援につなげています。 

④ 介護保険地域密着型

サービスの適切な運営 

 

介護保険地域密着型サービスの質の確保、サービスの適正な

運営および介護事業者の公正・公平な指定を図るため、学識

経験者、医療関係団体の構成員、介護事業者代表、福祉

関係団体の構成員、被保険者代表等で構成する介護保険

地域密着型サービス運営委員会を設置しています。 

⑤ ケアマネジャーの支援 おとしより相談センターが地域のケアマネジャー等からの個別相

談に応じるとともに、研修会を開催し、個々のスキルアップを図

るなどネットワークの構築を促しています。また、地域ケアマネジメ

ント力の向上のため、その中心的な役割を担う主任介護支援

専門員（主任ケアマネジャー）の意見交換や後進育成の場

を提供し、連携を支援しています。 

⑥ 介護事業者の支援 

 

介護保険サービス事業者連絡協議会の主体的な運営を支援

し、介護事業者を対象に、専門的知識・技能の向上および関

係者間の連携構築・強化を図るため、医療・介護連携等さま

ざまなテーマの研修会を開催しています。また、同協議会会員

向けに区から迅速な情報を提供したり、国や都などから発信さ

れる最新情報を共有したりするため、令和元（2019）年度

から事業者支援関連システム（ケア倶楽部）を導入し、区と

介護事業者間のさらなる連携強化を図っています。 

 ★重点 

 ★重点 
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※第 7 期計画期間中の実績は 124 ページに記載 

※第 7 期計画期間中の実績は 124 ページに記載 

 事 業 内 容 

⑦ 介護事業者と連携した

災害・感染症対策にか

かる体制整備 

【再掲】 

介護事業者向けに備蓄等の災害対策および感染症対策にか

かる研修を実施するとともに、区と介護保険サービス事業者連

絡協議会との間で「要介護高齢者の安否確認等に関する協

定書」を締結し、災害発生を想定した訓練の実施等を通じて

支援体制整備に取り組んでいます。 

⑧ 福祉サービス第三者評

価受審費用の助成 

介護事業者に対して、福祉サービス第三者評価の受審に要し

た費用の一部を助成することにより、介護事業者の受審を促

進しています。 

⑨ 介護サービス相談員派

遣事業 

介護サービス相談員養成研修を修了した相談員が介護施設

で利用者や家族の話を聞き、利用者や家族への情報提供や

助言、施設職員との話し合いを通じて疑問や不安の解消を図

っています。 

 

 

 

 

 

 

 事業 内容 

 介護給付の適正化 専門員によるケアプラン点検の実施結果について、事業者連絡会や事業

者支援関連システム（ケア倶楽部）で周知・共有し、第５期介護給付

適正化計画に基づく適正化事業に積極的に取り組んでいきます。受給者

が真に必要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう

促し、適切なサービスの確保を図ることにより、資源や費用の効率化につ

なげていきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<ケアプラン点検実

施件数> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
12件 15件 18件 

 

 事業 内容 

 資質向上型地域ケ

ア会議の開催 

ケアマネジャーの資質向上をはかるために個別事例についてのケアプランの

検討を行う地域ケア会議を日常生活圏域ごとに開催するとともに、個別

事例について多職種により検討することによって、適切で効果的なケアプラ

ンの作成につなげていきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<開催回数> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
６回 ６回 ６回 

 

 参考指標 ・延べ参加者数  

 ★重点 

 ★重点 



 

81 

 

（ ３ ）介護人材の確保 

■ 知識や経験の豊富な介護福祉士等の有資格者の確保や定着を図るため、介護事業者

の雇用支援策を引き続き推進していきます。 

■ 区内介護事業所における介護職員不足に対応するため、介護職員初任者研修の受講

に加えて、介護事業所に就職するまでをあっせんする介護人材確保支援事業を実施

するほか、合同就職相談・面接会の開催や宿舎借上支援事業などにより、介護職員

の確保・育成・定着につなげていきます。 

■ 介護人材の確保に向けた国による処遇改善や、国および都の復職・再就職支援、働

きやすい環境の整備、介護の仕事の魅力向上、外国人介護人材の受入れ環境の整備、

ロボットの活用などを注視しつつ、人材不足への総合的な対策を推進していきます。 

■ 区内介護事業所に対して、ＩＣＴ（情報通信技術）導入を働きかけるとともに、事

業者支援関連システム（ケア倶楽部）を活用するなど、介護現場の業務効率化を支

援していきます。 

■ 介護予防・日常生活支援総合事業における基準緩和型サービスや住民主体のサー

ビスについて、ニーズに応じられるよう、適切な基準やサービスのあり方を検討

していきます。また、生活支援コーディネーターと連携し、生活支援サービス体

制の充実を図っていきます。 

 

問：介護職員の不足を感じることがありますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施設サービスでは回答事業所の約９割が職員の不足を感じている。 

 

 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 介護職合同就職相談・

面接会 

ハローワーク飯田橋および東京都福祉人材センターの協力によ

り、相談・面接会に参加する区内介護事業所の企業ＰＲと

就職相談および採用面接を同日に行う合同就職相談・面接

会を開催しています。 

② 介護人材確保支援事

業 

介護職への就労希望者に対し、介護職初任者研修およびキ

ャリアカウンセリングなどの就職対策研修を実施するとともに、区

内介護事業所に対しても、就労希望者の受入れをサポート

し、その上で、両者をマッチングさせることで、事業所が介護職へ

の就労希望者を雇用できるよう支援しています。 

資料：中央区「居宅サービス事業者調査」（令和元（2019）年度） 

はい いいえ 無回答

（ n ）

( 204 )

( 48 )

F-2 居宅サービス

事業者調査

F-3 施設サービス

事業者調査

46.1 

89.6 

45.1 

10.4 

8.8 

0.0 

（ % ）

     中央区「施設サービス事業者調査」（令和元（2019）年度） 

 ★重点 

 ★重点 



 

 

82 

 

※第 7 期計画期間中の実績は 124 ページに記載 

 事 業 内 容 

③ 介護職員等宿舎借上

支援事業 

区内介護事業所が介護職員などのために借り上げた社宅利

用型借上住宅使用料の一部を補助しています。 

 

 

④ 介護事業所の雇用・育

成支援 

東京都が実施している介護人材の確保・育成・定着に向けた

総合的な取組の周知啓発を行っています。また、外国人介護

人材の受入れ環境整備および職場環境の改善などへの東京

都の支援事業を事業者支援関連システム（ケア倶楽部）で

周知しています。 

⑤ ＩＣＴの利用促進 区内介護事業所に対して、助成制度を活用しＩＣＴ（情報

通信技術）導入を働きかけるとともに、事業者支援関連システ

ム（ケア倶楽部）で情報を共有することで、ペーパーレス化を

進めるなど、介護現場の業務効率化を図ります。 

⑥ 介護予防・日常生活支

援総合事業（総合事

業）における担い手の

育成支援 

区独自で緩和した人員基準による予防生活援助サービスの従

事者研修について、区ホームページや区施設でのチラシ配布な

ど周知に積極的に取り組み、実施することで総合事業の担い

手となりたい人の発掘・育成を支援します。 

⑦ 生活支援コーディネータ

ーによる取組の充実 

（住民参加による支え

合いの体制づくり） 

【再掲】 

生活支援コーディネーターを配置し、高齢者に対する生活支

援・介護予防サービスの充実を図り、高齢者が孤立せず地域

で支え合える体制づくりを推進しています。 

 

⑧ 地域支えあいづくり協議

体・支えあいのまちづくり

協議体の活用 

（住民参加による支え

合いの体制づくり） 

【再掲】 

生活支援コーディネーターや関係機関等が定期的に情報共有

および連携強化等を目的とした協議体を開催し、地域の支え

合いの体制づくりに活用していきます。 

また、転入等により新しい地域で暮らす高齢者が地域とつなが

るきっかけづくりなど協議体で出された課題の解決に向けて取り

組んでいます。 

 

 

 事業 内容 

 区独自の「介護事業

所の雇用・育成支

援」の実施 

区内介護事業者における介護職員不足に対応するため、介護職員初

任者研修の受講に加えて、介護事業所に就職するまでをあっせんする介

護人材確保支援事業を実施するほか、合同就職相談・面接会の開催

や宿舎借上支援事業などにより、新たな介護職員の雇用の創出・定着に

つなげていきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

<雇用人数> 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
20人 25人 30人 

 

 参考指標 ・参加者数 ・参加事業者数 ・宿舎借り上げ数 

 ★重点 

 ★重点 
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（ ４ ）家族介護者等への支援 

■ 特別養護老人ホームの人材や施設の設備や福祉用具等を活用した「介護者教室・交

流会」の開催等により、家族介護者等への支援の充実を図ります。 

■ 「介護離職ゼロ」の実現に向けて、仕事と介護の両立に向けたセミナーや介護に関

する講座等について、就労している介護者や区内企業等に向けて、積極的に情報を

発信していきます。 

■ 身近な相談機関であるおとしより相談センターに、家族等が介護の悩みや不安など

を気軽に相談できるよう、より一層の周知啓発を図ります。 

■ 高齢者本人や家族等が希望に沿った介護事業者を見つけられるよう、介護事業者情

報検索システム（けあプロ・ＮＡＶＩ）等により、介護事業者情報を提供していき

ます。 

■ 地域のレスパイト拠点としての機能をもつショートステイを提供することで、介護

をしている家族の身体的・精神的負担の軽減を図ります。 

■ 無理なく在宅介護を続けられるよう、緊急時に対応する緊急ショートステイやミド

ルステイなどによる切れ目のない支援を推進していきます。 

 

問：主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。 

 

 

 

 

 

 

 

●「問題はあるが、何とか続けていける」が最も多い。 

 

 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 

 

「介護者教室・交流会」

の開催 

介護する家族等を対象に、介護の知識・技術の習得を支援す

るとともに、介護者が抱える悩みの共有や情報交換の場を提

供しています。 

② 

 

就労介護者等を対象 

とした支援 

 

介護をしながら仕事をしている方を対象に、セミナーや介護に関

する講座を開催することで、仕事や介護の両立を支援していま

す。 

③ 介護事業者情報の提

供 

令和元年度から介護事業者情報検索システム（けあプロ・Ｎ

ＡＶＩ）を導入し、高齢者本人や家族等が、居住地域やサ

ービスの種類などにより、希望にあった介護事業者を検索できる

よう支援しています。 

④ 

 

おとしより介護応援 

手当 

在宅で生活している寝たきりまたは認知症の高齢者に手当を

支給することにより、在宅における日常生活を支援しています。 

資料：中央区「在宅介護実態調査」（令和元（2019）年度） 

問題なく、続

けていける

問題はある

が、何とか続

けていける

続けていくの

は、やや難し

い

続けていくの

は、かなり難

しい

わからない 無回答

（ n ）

( 143 )全 体 22.4 51.7 6.3 

3.5 

14.0 

2.1 

（ % ）
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 事 業 内 容 

⑤ 

 

介護者慰労事業 寝たきりや認知症の高齢者を日常、在宅で介護している家族

に、食事券やマッサージ券などとして利用できる慰労券を支給し

ています。 

⑥ 

 

ショートステイ（短期入

所生活介護・短期入所

療養介護）サービスの

提供 

【再掲】 

在宅で生活する要介護者とその家族支援を拡充するため、特

別養護老人ホーム等に短期間入所して日常生活の世話や機

能訓練を受けるショートステイサービス（８事業所 85 床）を

提供しています。 

⑦ 

 

緊急ショートステイ 

・ミドルステイサービス 

の提供 

【再掲】 

介護者が入院するなどの緊急時に利用できる緊急ショートステ

イおよび要介護度４，５で特別養護老人ホームの申込者が

利用できるミドルステイサービスを提供しています。 
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ライフスタイルの変化に伴い、高齢者が住み慣れた地域で、安心して生涯を通じて住

み続けられるような住まいの確保への取組が求められています。区の調査24では介護が

必要になっても「自宅で暮らしたい」と考える高齢者が多数いる一方で、高齢者向け住

宅や介護施設への入居や入所を希望する高齢者も一定の割合を占めています。 

住宅・住環境施策の方向性を示した「中央区住宅マスタープラン」では、高齢者に対

応した住宅の確保、住宅セーフティネット機能の充実などを施策の柱とし、誰もが安心

して住み続けられる魅力的な都心居住環境の整備を推進していくとしています。 

高齢者の多様な生活様式を考慮すると、現在の住まいに改修等を行いながら住環境を

整えていくことができるサービスの充実を図るとともに、ライフステージやライフスタ

イルに合わせ、住まいを選択・確保できるようにすることが求められています。 

これまでも、地価の高い都心部において用地の確保が困難な中、シルバーピアなどの

区立住宅、民間事業者による高齢者向け優良賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅25

の整備促進を図ってきました。また、一人暮らしの認知症高齢者等のセーフティネット

である認知症高齢者グループホームや、在宅介護が困難になった高齢者のための特別養

護老人ホーム、在宅介護を支えるために「通い」「訪問」「宿泊」を組み合わせた小規模

多機能型居宅介護事業所やショートステイを整備してきました。地域密着型特別養護老

人ホームについては、令和３年３月に桜川敬老館等複合施設内に開設することで、区内

日常生活圏域３地域に整備することができました。 

今後は人口動向や区民ニーズ、各施設の利用率を的確に見極めながら、再開発や区施

設の改築の機会を捉えた住宅の確保や施設の整備を推進するなど、高齢者が安心して住

み続けられるまちの実現に向け、総合的に住環境や生活環境の整備を推進していくこと

が重要です。 

  

                                     
24 中央区「高齢者の生活実態調査」（令和元（2019）年度）問40 
25 バリアフリー構造等を有し、安否確認や生活相談などの高齢者を支援するサービスを提供する高

齢者向けの住宅。 

現状と課題 

 住まい 
目標６ 安心して生活できる 

住まいの確保を支援します 
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（ １ ）安心・安全な住まいの整備促進 

■ サービス付き高齢者向け住宅など高齢者の住まいの確保について、現在の利用状況、

高齢者人口および需要の推移を踏まえて開発事業者等に働きかけを行い、ニーズに

応じた供給誘導を促進していきます。 

■ 一人暮らしの認知症高齢者等のセーフティネットである認知症高齢者グループホ

ームや特別養護老人ホームなどの施設整備については、民間事業者による整備を誘

導していきます。 

 

【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① シルバーピア等の供給 住宅に困窮している区民の生活と福祉の向上を目的として、

区立・区営住宅、借上住宅の管理運営をしています。とりわ

け、高齢者に対しては、その特性に配慮し自立した生活を支

援するため、安全で利便性の高い構造や設備を備え、生活の

援助と緊急時の対応を行う生活協力員を配置した住宅（シ

ルバーピア）の管理運営をしています。 

② サービス付き高齢者向け

住宅等の供給誘導 

土地所有者や開発事業者等に働きかけを行い、段差解消、

手すりや緊急通報システムの設置など高齢者が安心・安全に

生活できるよう配慮したサービス付き高齢者向け住宅等の供

給を誘導しています。 

③ 認知症高齢者グループ

ホーム等の供給誘導 

認知症高齢者グループホームや特別養護老人ホーム、介護老

人保健施設などの施設サービスや、看護小規模多機能型居

宅介護などについては、各施設の利用状況や入所申込状況を

見極めながら、民間事業者の供給を誘導しています。 

 

④ 高齢者の入居を拒まな

い賃貸住宅の登録等の

促進 

東京都や住宅関連団体等と連携して、賃貸住宅の家主に対

して、住宅確保要配慮者（高齢者など、住宅の確保に特に

配慮を必要とする方）向け賃貸住宅登録制度の情報提供を

行うとともに、住宅確保要配慮者が円滑に賃貸住宅へ入居が

できるよう、情報登録閲覧制度により広く情報提供を行ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策の方向性 

 ★重点 
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※区内の介護施設等については 90・91 ページに記載 

 

 

 

 事業 内容 

 認知症高齢者グル

ープホーム等の供給

誘導 

認知症高齢者グループホームや特別養護老人ホーム、介護老人保健施

設などの施設サービスや、看護小規模多機能型居宅介護などについて

は、地域の人口動向や区民ニーズを的確に見極めた上で、再開発や既

存施設の転用などの機会を捉えながら、民間活力を活用し供給を誘導し

ていきます。 

 ３年間の事業目標 

（計画） 

 

令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023）  

 
供給誘導 供給誘導 供給誘導 

 

 参考指標 ・施設利用状況  ・入所申込状況等 

 ★重点 
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（ ２ ）快適な住まいと住環境を確保するための支援 

■ 家族構成や身体状況の変化に伴い、住まいの住み替えが必要となる場合などにおい

て、自ら住宅を確保することが困難な高齢者等を対象に、賃貸住宅の住み替えを支

援していきます。 

■ 介護保険では提供されない住宅設備改善費の助成や専用機器の設置による居住支

援により、在宅生活の継続を支える暮らしやすい居住環境の整備を支援していきま

す。 

 

 

問：利用している介護予防のサービスは何ですか。【複数回答】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「住宅改修費支給」が６番目に多い。 

 

  
資料：中央区「健康づくりと介護予防に関する調査」（令和元（2019）年度） 

予防通所サービス（デイサービス）

福祉用具貸与

予防訪問サービス（ホームヘルプサービス）

予防生活援助サービス

介護予防訪問リハビリテーション

住宅改修費支給

高齢者通いの場への参加

介護予防通所リハビリテーション

介護予防訪問看護

はつらつ健康教室（短期集中）

特定福祉用具購入費の支給

介護予防短期入所生活介護／
介護予防短期入所療養介護（ショートステイ）

介護予防居宅療養管理指導

訪問健康づくり

小規模多機能型居宅介護

介護予防訪問入浴介護

認知症対応型通所介護

無回答

32.6 

27.4 

19.7 

13.9 

13.5 

11.0 

8.4 

6.5 

6.1 

6.1 

3.9 

2.6 

1.3 

1.3 

0.6 

0.3 

0.0 

7.7 

0% 20% 40%

令和元年度調査

(n=310)
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【施策を推進する主な事業】 

 事 業 内 容 

① 

 

住み替え相談 自ら住宅を確保することが困難な高齢者等を対象に、（公

社）東京都宅地建物取引業協会の協力を得て、民間賃貸

住宅への住み替えや公共住宅についての案内などを行っていま

す。 

② 高齢者の住み替え支援

制度の一部費用助成に

よる活用促進 

身元引受人や連帯保証人が見つからない高齢者等のための

「あんしん居住制度26」および「家賃債務保証制度27」の活用

促進を図るため、制度を利用した場合の一部費用を助成して

います。 

③ 住宅設備改善給付 在宅生活を支援するため、介護予防や自立支援の観点から、

転倒予防や介護の軽減につながる住宅改修（手すりの取付

やトイレの洋式化等）を必要とする場合の住宅設備改善費の

給付を行っています。また、身体の状態に合った住宅設備改善

を実施するため、専門家による相談や助言を行います。 

④ 緊急通報システムの設

置 

 

 

一人暮らし高齢者等の自宅に緊急通報機器を設置していま

す。急病などの緊急時にボタン一つで民間事業者の受信センタ

ーに通報され、警備会社の現場派遣員と消防による救助を受

けることができるサービスを提供しています。 

⑤ 家具類転倒防止器具

の設置 

【再掲】 

緊急時の対応が困難な高齢者を対象に、地震による家具類

の転倒を防止するため、器具を取り付けるサービスを提供してい

ます。 

⑥ 耐震補強等のための支

援 

住宅の耐震診断や耐震補強工事に対する助成などを行ってい

ます。また、耐震補強など、住宅の修繕をしようとする方が、必

要な資金を調達することが困難な場合、融資が行われるよう取

扱金融機関にあっせんしています。 

  

                                     
26 入居者（高齢者等）の費用負担により、生活リズムセンサーや緊急通報装置等による見守りサー

ビスや、万一の場合における葬儀の実施、残存家財の片付けを行う制度。（公財）東京都防災・建築

まちづくりセンターが実施。 
27 入居者（高齢者等）が月額家賃と保証期間に応じた保証料を負担することにより、滞納家賃等を

保証する制度。（一財）東京都住宅財団が実施。 
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地域 施設・事業所名 定員等 （備考）

特別養護老人ホーム 271

1 京橋 マイホーム新川 80

2 京橋 新とみ 40

3 月島 マイホームはるみ 106

4 月島 晴海苑 45

介護老人保健施設 80

1 京橋 リハポート明石 80

地域密着型特別養護老人ホーム 87

5 京橋 特別養護老人ホーム　わとなーる桜川 29

6 日本橋 ケアサポートセンター十思 29

7 月島 ケアサポートセンターつきしま 29

認知症高齢者グループホーム 81

1 京橋 優っくり村中央湊 18

2 京橋 グループホーム　ロンジェ 18

3 日本橋 グループホーム人形町 18

4 月島 グループホームあいおい 18

5 月島 グループホーム晴海苑 9

特定施設（介護付き有料老人ホーム等） 450

1 京橋 サニーパレス京橋 65 介護専用型

2 日本橋 グッドタイムナーシングホーム・日本橋 87 混合型

3 月島 サンシティ銀座EAST 100 混合型

4 月島 ケアハウスあいおい（要介護棟） 48 混合型
※軽費老人ホーム

5 月島 ニチイホーム勝どき 100 混合型

6 月島 （仮称）晴海五丁目ケアレジデンス 50
混合型
※サービス付き高齢者向け

住宅

小規模多機能型居宅介護 79

1 京橋 優っくり村中央湊 25 宿泊定員７人

2 日本橋 ケアサポートセンター十思 25 宿泊定員９人

3 月島 ココファン勝どき 29 宿泊定員７人

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1 京橋 グッドライフケア２４

2 月島 定期巡回ステーションあいおい

夜間対応型訪問介護

1 京橋 新川訪問介護ステーション

2 京橋 グッドライフケア２４

認知症対応型通所介護 36

1 京橋 高齢者在宅サービスセンターマイホーム新川 12

2 月島 高齢者在宅サービスセンターマイホームはるみ 12

3 月島 デイサービスセンター晴海苑 12

短期入所生活介護（ショートステイ） 65

1 京橋 マイホーム新川 8

2 京橋 新とみ 6

3 京橋 ショートステイ　わとなーる桜川 8

4 日本橋 ケアサポートセンター十思 8

5 月島 マイホームはるみ 11

6 月島 晴海苑 18

7 月島 ケアサポートセンターつきしま 6

短期入所療養介護（ショートステイ） 20

1 京橋 リハポート明石 20

区分

施

設
・
居

住
系
サ
ー

ビ
ス

在

宅
サ
ー

ビ
ス

1

1

2

3

（参考１）区内の介護施設等一覧 
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（参考２）区内の高齢者向け住宅一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活圏域における高齢者関係施設等の位置図 

 

  

３ 1 

 日本橋地域 

 京橋地域 

 月島地域 

 
６ 2 

3 

1 

 
１ 

2 

1 

 
１ 

 
５ 

2 

1 

1 
 
２ 

4 4 

3 

 
４ 5 

 
３ 

5 

3 

6 
2 

3 

地域 住宅名 戸数 （備考）
区立高齢者住宅（シルバーピア） 82

1 京橋 築地あかつき高齢者住宅 23
2 日本橋 堀留町高齢者住宅 30
3 月島 晴海ガーデンコート 29

高齢者向け優良賃貸住宅 75
1 京橋 こもれび銀座一丁目 31
2 日本橋 パークビュー浜町 13
3 日本橋 Y・S日本橋浜町 17
4 月島 イヨシ８８ 14

サービス付き高齢者向け住宅 254
1 月島 ココファン勝どき 34
2 月島 グランドマスト勝どき 62
3 月島 （仮称）晴海五丁目シニアレジデンス 158

ケアハウス（軽費老人ホーム） 32
1 月島 ケアハウスあいおい(自立棟) 32

区分

1

2

3

 
７ 

晴海おとしより 

相談センター（仮称） 
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第４章 介護保険サービス等の実績と見込み 

１ 介護保険サービス量等の見込み 

（ １ ）サービス量等推計および保険料決定の流れ 

計画期間における介護サービス量および給付費等の見込みについては、国の示した

推計手法に従い、人口推計、要介護・要支援認定者数や給付実績をもとに推計しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 被保険者数および要介護・要支援認定者数の推計 

サービス量の推計 

地域支援事業量の推計 

２ 

３ 

過去の出生率や転出入による移動人口の割合、一定規模以上の新規住宅開発などの要因を

加味した区の人口推計に基づき、第 8 期期間（令和 3（2021）年度～令和 5（2023）

年度）、令和 7（2025）年度の被保険者数を推計する。推計した被保険者数と第 7 期期間

中の要介護認定率の状況から、要介護・要支援認定者数を推計する。 

１で推計した要介護・要支援認定者数と、第 7 期期間のサービス利用状況を用いてサービ

ス利用者数を自然体推計し、「介護離職ゼロ」に向けた対応等の介護サービス量を踏まえて

サービス利用者数を推計する。 

過去の介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業および任意事業の実績に基づき、

地域支援事業費を推計する。 

介護保険給付費の推計 ４ 

２のサービス量の推計と 3 の地域支援事業量の推計をもとに、第 8 期に必要な介護（予

防）給付費を推計する。また、特定入所者介護サービス費や高額介護サービス費等のその

他の給付費および過去の介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業および任意事

業の実績に基づき、地域支援事業費を推計する。 

 

介護保険料基準額および所得段階別保険料の設定 ５ 

第８期期間の介護保険給付費推計、保険料段階別の被保険者数の推計および国が示す保険

料算定に必要な係数をもとに、第 8 期の介護保険料基準額および保険料段階を設定する。 

※推計にあたっては、都道府県・市町村における介護保険事業（支援）計画等の策定・実行を総合的に支援するため

の情報システムである地域包括ケア「見える化」システムの将来推計機能を用いています。 

※新型コロナウイルス感染症による影響があるサービスについては、過去の実績をもとに適切に推計しています。 
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（ ２ ）第 1号被保険者数および要介護・要支援認定者数の実績と見込み 

ア  第 1号被保険者数 

第１号被保険者数をみると、いずれの年度の前期高齢者（65～74 歳）および後期高

齢者（75 歳以上）においても、概ね計画値どおり推移しています。 

第１号被保険者数は、人口推計では高齢者人口の増加が見込まれていることから第８

期も増加傾向としました。令和５（2023）年度には令和２（2020）年度の 1.07倍

となる見込みです。特に後期高齢者である 75 歳以上は、令和５（2023）年度には令

和２（2020）年度の 1.13 倍まで増加することが見込まれます。 

 

図表１ 第１号被保険者数の実績と見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（各年９月末）、令和３（2021）年度以降は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 24,726人 25,120人 25,419人 25,775人 26,284人 27,216人 28,310人

実績値 24,739人 25,127人 25,398人 － － － －

計画比 100.1% 100.0% 99.9% － － － －

計画値 12,292人 12,397人 12,600人 12,574人 12,357人 12,445人 12,662人

実績値 12,187人 12,204人 12,276人 － － － －

計画比 99.1% 98.4% 97.4% － － － －

計画値 12,434人 12,723人 12,819人 13,201人 13,927人 14,771人 15,648人

実績値 12,552人 12,923人 13,122人 － － － －

計画比 100.9% 101.6% 102.4% － － － －

65～74歳

75歳以上

実績

第１号被保険者数

見込
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イ  要介護・要支援認定者数 

第７期の要介護・要支援認定者数をみると、平成 30（2018）年度はほぼ想定どお

りでしたが、令和２（2020）年度は計画比約９割と想定より低い結果でした。これら

の状況を踏まえ、高齢者人口の増加とともに要介護・要支援認定者数は増える傾向にあ

ることから、令和５（2023）年度には令和２（2020）年度実績値の 1.11 倍と見込

みました。 

 

図表 2 要介護・要支援認定者数の実績と見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（各年９月末）、令和３（2021）年度以降は区推計資料  
※要介護・要支援認定者数は、第２号被保険者も含む 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 5,123人 5,386人 5,680人 5,404人 5,570人 5,807人 6,047人

実績値 5,085人 5,167人 5,236人 － － － －

計画比 99.3% 95.9% 92.2% － － － －

計画値 723人 754人 783人 807人 833人 869人 906人

実績値 744人 760人 787人 － － － －

計画比 102.9% 100.8% 100.5% － － － －

計画値 618人 669人 723人 640人 656人 686人 712人

実績値 615人 633人 618人 － － － －

計画比 99.5% 94.6% 85.5% － － － －

計画値 1,341人 1,423人 1,506人 1,447人 1,489人 1,555人 1,618人

実績値 1,359人 1,393人 1,405人 － － － －

計画比 101.3% 97.9% 93.3% － － － －

計画値 1,046人 1,107人 1,168人 1,119人 1,154人 1,204人 1,249人

実績値 1,049人 1,117人 1,085人 － － － －

計画比 100.3% 100.9% 92.9% － － － －

計画値 879人 916人 959人 875人 902人 941人 982人

実績値 860人 839人 846人 － － － －

計画比 97.8% 91.6% 88.2% － － － －

計画値 720人 746人 769人 776人 801人 835人 873人

実績値 727人 706人 751人 － － － －

計画比 101.0% 94.6% 97.7% － － － －

計画値 604人 629人 667人 686人 707人 734人 764人

実績値 603人 600人 662人 － － － －

計画比 99.8% 95.4% 99.3% － － － －

計画値 533人 565人 611人 501人 517人 538人 561人

実績値 487人 512人 487人 － － － －

計画比 91.4% 90.6% 79.7% － － － －

計画値 3,782人 3,963人 4,174人 3,957人 4,081人 4,252人 4,429人

実績値 3,726人 3,774人 3,831人 － － － －

計画比 98.5% 95.2% 91.8% － － － －

（要介護者計）

実績

認定者数

要支援１

要支援２

（要支援者計）

要介護３

要介護４

要介護５

要介護１

要介護２

見込
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（ ３ ）介護保険サービスの実績と見込み 

ア 居宅サービス 

 

図表 3 居宅サービスの実績と見込み（１）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降
は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 22,086 23,422 25,320 19,533 20,576 21,718 22,454

実績値 18,822 18,711 19,324 － － － －

計画比 85.2% 79.9% 76.3% － － － －

計画値 1,089 1,145 1,215 983 1,033 1,083 1,131

実績値 1,008 997 969 － － － －

計画比 92.6% 87.1% 79.8% － － － －

計画値 488 528 582 379 401 421 441

実績値 341 320 379 － － － －

計画比 69.9% 60.6% 65.1% － － － －

計画値 101 109 120 69 72 76 80

実績値 73 66 69 － － － －

計画比 72.3% 60.6% 57.5% － － － －

計画値 488 528 582 379 401 421 441

実績値 341 320 379 － － － －

計画比 69.9% 60.6% 65.1% － － － －

計画値 101 109 120 69 72 76 80

実績値 73 66 69 － － － －

計画比 72.3% 60.6% 57.5% － － － －

計画値 0 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

計画値 0 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

サービス区分
実績

回／月

人／月

人／月

介護予防

訪問入浴介護

回／月

人／月

訪問入浴介護

（介護予防含む）
回／月

訪問入浴介護

回／月

人／月

訪問介護

見込
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図表４ 居宅サービスの実績と見込み（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降
は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 7,999 8,829 9,930 13,062 13,275 13,937 14,621

実績値 9,118 10,536 12,802 － － － －

計画比 114.0% 119.3% 128.9% － － － －

計画値 802 886 994 1,095 1,114 1,169 1,227

実績値 886 978 1,072 － － － －

計画比 110.5% 110.4% 107.8% － － － －

計画値 7,187 7,866 8,779 11,749 11,934 12,531 13,159

実績値 8,364 9,472 11,536 － － － －

計画比 116.4% 120.4% 131.4% － － － －

計画値 695 758 840 954 970 1,018 1,070

実績値 788 867 936 － － － －

計画比 113.4% 114.4% 111.4% － － － －

計画値 812 963 1,151 1,313 1,341 1,406 1,462

実績値 754 1,064 1,266 － － － －

計画比 92.9% 110.5% 110.0% － － － －

計画値 107 128 154 141 144 151 157

実績値 98 111 136 － － － －

計画比 91.6% 86.7% 88.3% － － － －

計画値 949 977 1,044 708 761 832 863

実績値 684 750 390 － － － －

計画比 72.1% 76.8% 37.4% － － － －

計画値 75 77 82 57 61 67 70

実績値 53 59 40 － － － －

計画比 70.7% 76.6% 48.8% － － － －

計画値 893 921 988 659 712 765 786

実績値 656 711 344 － － － －

計画比 73.5% 77.2% 34.8% － － － －

計画値 69 71 76 52 56 60 62

実績値 50 55 35 － － － －

計画比 72.5% 77.5% 46.1% － － － －

計画値 56 56 56 49 49 67 77

実績値 28 39 46 － － － －

計画比 50.0% 69.6% 82.1% － － － －

計画値 6 6 6 5 5 7 8

実績値 3 4 5 － － － －

計画比 50.0% 66.7% 83.3% － － － －

計画値 1,004 1,109 1,220 1,207 1,221 1,284 1,324

実績値 1,022 1,107 1,186 － － － －

計画比 101.8% 99.8% 97.2% － － － －

計画値 972 1,079 1,194 1,135 1,147 1,207 1,243

実績値 968 1,043 1,116 － － － －

計画比 99.6% 96.7% 93.5% － － － －

計画値 32 30 26 72 74 77 81

実績値 54 64 70 － － － －

計画比 168.8% 213.3% 269.2% － － － －

人／月

人／月

居宅療養管理

指導

介護予防

居宅療養管理

指導

回／月

人／月

介護予防

訪問看護

回／月

人／月

居宅療養管理指導

（介護予防含む）
人／月

訪問リハビリ

テーション

（介護予防含む）

回／月

人／月

訪問リハビリ

テーション

回／月

人／月

人／月

訪問看護

訪問看護

（介護予防含む）
回／月

介護予防

訪問リハビリ

テーション

回／月

人／月

サービス区分
実績 見込
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図表５ 居宅サービスの実績と見込み（３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降

は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 6,877 7,194 7,530 6,601 6,655 6,898 7,075

実績値 6,464 6,637 6,382 － － － －

計画比 94.0% 92.3% 84.8% － － － －

計画値 696 729 764 687 692 716 734

実績値 688 706 633 － － － －

計画比 98.9% 96.8% 82.9% － － － －

計画値 116 124 136 102 104 109 115

実績値 98 101 101 － － － －

計画比 84.5% 81.5% 74.3% － － － －

計画値 602 664 747 588 601 623 660

実績値 502 531 580 － － － －

計画比 83.4% 80.0% 77.6% － － － －

計画値 88 97 109 80 82 85 90

実績値 75 78 79 － － － －

計画比 85.2% 80.4% 72.5% － － － －

計画値 28 27 27 22 22 24 25

実績値 23 23 22 － － － －

計画比 82.1% 85.2% 81.5% － － － －

計画値 1,876 2,015 2,197 1,754 1,886 2,065 2,119

実績値 1,766 1,887 1,452 － － － －

計画比 94.1% 93.6% 66.1% － － － －

計画値 226 242 263 195 209 226 232

実績値 200 208 167 － － － －

計画比 88.5% 86.0% 63.5% － － － －

計画値 1,849 1,977 2,148 1,750 1,882 2,061 2,115

実績値 1,761 1,881 1,448 － － － －

計画比 95.2% 95.1% 67.4% － － － －

計画値 221 235 254 194 208 225 231

実績値 199 206 165 － － － －

計画比 90.0% 87.7% 65.0% － － － －

計画値 27 38 49 4 4 4 4

実績値 5 6 4 － － － －

計画比 18.5% 15.8% 8.2% － － － －

計画値 5 7 9 1 1 1 1

実績値 1 2 2 － － － －

計画比 20.0% 28.6% 22.2% － － － －

短期入所生活介護

（介護予防含む）
日／月

回／月

人／月

通所リハビリ

テーション

（介護予防含む）

人／月

通所介護

人／月

介護予防

短期入所

生活介護

通所リハビリ

テーション

回／月

人／月

介護予防

通所リハビリ

テーション

人／月

見込

人／月

日／月

人／月

短期入所

生活介護

日／月

サービス区分
実績



 

98 

 

図表６ 居宅サービスの実績と見込み（４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降
は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 293 305 442 179 251 300 303

実績値 247 192 174 － － － －

計画比 84.3% 63.0% 39.4% － － － －

計画値 32 33 49 19 25 30 30

実績値 27 20 15 － － － －

計画比 84.4% 60.6% 30.6% － － － －

計画値 293 305 442 177 247 294 297

実績値 246 188 173 － － － －

計画比 84.0% 61.6% 39.1% － － － －

計画値 32 33 49 18 24 28 28

実績値 26 19 14 － － － －

計画比 81.3% 57.6% 28.6% － － － －

計画値 0 0 0 2 4 6 6

実績値 1 4 1 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

計画値 0 0 0 1 1 2 2

実績値 1 1 1 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

計画値 1,611 1,735 1,879 1,779 1,812 1,900 1,996

実績値 1,597 1,672 1,743 － － － －

計画比 99.1% 96.4% 92.8% － － － －

計画値 1,379 1,474 1,587 1,494 1,520 1,595 1,678

実績値 1,382 1,421 1,467 － － － －

計画比 100.2% 96.4% 92.4% － － － －

計画値 232 261 292 285 292 305 318

実績値 215 251 276 － － － －

計画比 92.7% 96.2% 94.5% － － － －

計画値 37 40 42 28 30 32 33

実績値 33 29 28 － － － －

計画比 89.2% 72.5% 66.7% － － － －

計画値 31 33 35 24 26 27 28

実績値 28 24 24 － － － －

計画比 90.3% 72.7% 68.6% － － － －

計画値 6 7 7 4 4 5 5

実績値 5 5 4 － － － －

計画比 83.3% 71.4% 57.1% － － － －

計画値 24 25 28 20 21 21 22

実績値 20 18 20 － － － －

計画比 83.3% 72.0% 71.4% － － － －

計画値 15 16 17 15 16 16 17

実績値 15 12 15 － － － －

計画比 100.0% 75.0% 88.2% － － － －

計画値 9 9 11 5 5 5 5

実績値 5 6 5 － － － －

計画比 55.6% 66.7% 45.5% － － － －

見込

短期入所療養介護

（介護予防含む）
日／月

人／月

短期入所

療養介護

日／月

人／月

特定福祉用具

購入費

（介護予防含む）

人／月

特定福祉用具

購入費
人／月

サービス区分
実績

介護予防

福祉用具貸与
人／月

介護予防

短期入所

療養介護

日／月

人／月

福祉用具貸与

（介護予防含む）
人／月

福祉用具貸与 人／月

介護予防

住宅改修費
人／月

特定介護予防

福祉用具購入費
人／月

住宅改修費

（介護予防含む）
人／月

住宅改修費 人／月
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図表７ 居宅サービスの実績と見込み（５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降
は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 2,424 2,551 2,700 2,553 2,600 2,724 2,822

実績値 2,350 2,432 2,496 － － － －

計画比 96.9% 95.3% 92.4% － － － －

計画値 2,073 2,176 2,300 2,155 2,192 2,297 2,379

実績値 2,046 2,087 2,110 － － － －

計画比 98.7% 95.9% 91.7% － － － －

計画値 351 375 400 398 408 427 443

実績値 304 345 386 － － － －

計画比 86.6% 92.0% 96.5% － － － －

見込実績

介護予防支援 人／月

居宅介護支援

（介護予防含む）
人／月

居宅介護支援 人／月

サービス区分
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イ  地域密着型サービス 

 

図表 8 地域密着型サービスの実績と見込み（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降
は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 44 55 79 28 29 30 31

実績値 27 28 23 － － － －

計画比 61.4% 50.9% 29.1% － － － －

計画値 75 82 94 67 67 71 72

実績値 61 60 65 － － － －

計画比 81.3% 73.2% 69.1% － － － －

計画値 3,464 3,628 3,777 3,255 3,271 3,313 3,366

実績値 3,182 3,295 2,998 － － － －

計画比 91.9% 90.8% 79.4% － － － －

計画値 495 519 541 461 463 469 475

実績値 465 462 407 － － － －

計画比 93.9% 89.0% 75.2% － － － －

計画値 831 871 932 808 829 870 897

実績値 762 763 808 － － － －

計画比 91.7% 87.6% 86.7% － － － －

計画値 86 90 96 83 85 89 92

実績値 81 79 83 － － － －

計画比 94.2% 87.8% 86.5% － － － －

計画値 831 871 932 808 829 870 897

実績値 762 763 808 － － － －

計画比 91.7% 87.6% 86.7% － － － －

計画値 86 90 96 83 85 89 92

実績値 81 79 83 － － － －

計画比 94.2% 87.8% 86.5% － － － －

計画値 0 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

計画値 0 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

サービス区分
実績

認知症対応型

通所介護

（介護予防含む）

回／月

見込

定期巡回・

随時対応型

訪問介護看護

人／月

夜間対応型

訪問介護
人／月

人／月

地域密着型

通所介護
回／月

人／月

認知症対応型

通所介護

回／月

人／月

介護予防

認知症対応型

通所介護

回／月

人／月
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図表 9 地域密着型サービスの実績と見込み（２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降
は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 44 54 79 58 60 62 64

実績値 58 65 58 － － － －

計画比 131.8% 120.4% 73.4% － － － －

計画値 44 54 79 52 54 56 58

実績値 55 60 52 － － － －

計画比 125.0% 111.1% 65.8% － － － －

計画値 0 0 0 6 6 6 6

実績値 3 5 6 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

計画値 0 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

看護小規模

多機能型居宅介護
人／月

小規模多機能型

居宅介護

（介護予防含む）

人／月

小規模多機能型

居宅介護
人／月

介護予防

小規模多機能型

居宅介護

人／月

サービス区分
見込実績
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ウ  施設サービス 

 

図表 10 施設サービスの実績と見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※１）「介護療養型医療施設」の廃止・転換期限は平成 29（2017）年度末とされていたが、転換等の経過措置期間が
令和６（2024）年度末まで延長された。 

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降

は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 598 608 630 604 614 625 676

実績値 620 559 568 － － － －

計画比 103.7% 91.9% 90.2% － － － －

計画値 406 412 430 424 431 439 471

実績値 417 383 391 － － － －

計画比 102.7% 93.0% 90.9% － － － －

計画値 348 354 365 337 344 352 384

実績値 359 326 333 － － － －

計画比 103.2% 92.1% 91.2% － － － －

計画値 58 58 65 87 87 87 87

実績値 58 57 58 － － － －

計画比 100.0% 98.3% 89.2% － － － －

計画値 169 173 177 165 168 171 188

実績値 186 162 162 － － － －

計画比 110.1% 93.6% 91.5% － － － －

計画値 0 0 0 11 11 11 17

実績値 0 7 11 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

計画値 23 23 23 4 4 4 －

実績値 17 7 4 － － － －

計画比 73.9% 30.4% 17.4% － － － －

施設サービス利用者数 人／月

サービス区分
実績 見込

介護療養型医療施設

（※1）
人／月

人／月

人／月

人／月

介護老人福祉施設

（地域密着型含む）

地域密着型

介護老人福祉施設

入所者生活介護

介護老人福祉施設

介護医療院 人／月

介護老人保健施設 人／月
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エ  居住系サービス 

 

図表 11 居住系サービスの実績と見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※令和２（2020）年度までは介護保険事業状況報告（令和２（2020）年度のみ４～９月分）、令和３（2021）年度以降

は区推計資料 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 565 599 641 624 698 723 748

実績値 574 585 589 － － － －

計画比 101.6% 97.7% 91.9% － － － －

計画値 502 536 573 543 617 642 667

実績値 511 522 526 － － － －

計画比 101.8% 97.4% 91.8% － － － －

計画値 476 511 549 498 566 589 612

実績値 467 478 483 － － － －

計画比 98.1% 93.5% 88.0% － － － －

計画値 26 25 24 45 51 53 55

実績値 44 44 43 － － － －

計画比 169.2% 176.0% 179.2% － － － －

計画値 0 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －

計画値 63 63 68 81 81 81 81

実績値 63 63 63 － － － －

計画比 100.0% 100.0% 92.6% － － － －

計画値 63 63 68 81 81 81 81

実績値 63 63 63 － － － －

計画比 100.0% 100.0% 92.6% － － － －

計画値 0 0 0 0 0 0 0

実績値 0 0 0 － － － －

計画比 0.0% 0.0% 0.0% － － － －
0

サービス区分
実績

介護予防

特定施設入居者

生活介護

人／月

特定施設入居者生活

介護（介護予防・

地域密着型含む）

人／月

特定施設入居者

生活介護
人／月

居住系サービス

利用者数
人／月

見込

人／月

人／月

認知症対応型

共同生活介護

介護予防

認知症対応型

共同生活介護

地域密着型

特定施設入居者

生活介護

人／月

認知症対応型

共同生活介護

（介護予防含む）

人／月
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（ ４ ）地域支援事業の実績と見込み 

平成 18（2006）年度に創設された地域支援事業は、要介護状態または要支援状態

となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り地

域で自立した日常生活を営めるよう支援することを目的に、介護保険の財源により区市

町村が取り組むこととされています。 

地域支援事業は大きく「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事業」、「任

意事業」の３つに分類することができ、各分野でさまざまな事業が展開されています。 

 

ア  介護予防・日常生活支援総合事業 

全国一律の予防給付（訪問介護、通所介護）を地域支援事業へ移行し、既存の介護事

業所によるサービスに加え、ＮＰＯ、民間企業、住民ボランティア等の多様な主体によ

るサービスを提供する仕組みに見直し人材や費用の効率化を図ることにより、要支援者

等への効果的な支援を行うことを目的とした「介護予防・日常生活支援総合事業」を実

施しています。 

具体的な事業には、介護予防や生活支援を必要とする高齢者のための訪問型と通所型

サービスを行う「介護予防・生活支援サービス事業」と高齢者の健康と自立生活を支援

する介護保険外サービスで区が独自に行う「一般介護予防事業」があります。 
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①介護予防・生活支援サービス事業 

 

図表 12 介護予防・生活支援サービス事業の実績と見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

計画値 326 346 366 288 297 306 324

実績値 287 279 251 － － － －

計画比 88.0% 80.6% 68.6% － － － －

計画値 313 326 341 275 282 289 303

実績値 277 268 239 － － － －

計画比 88.5% 82.2% 70.1% － － － －

計画値 13 20 25 13 15 17 21

実績値 10 11 12 － － － －

計画比 76.9% 55.0% 48.0% － － － －

計画値 10 15 20 11 12 13 15

実績値 9 11 12 － － － －

計画比 90.0% 73.3% 60.0% － － － －

計画値 3 5 5 2 3 4 6

実績値 1 0 0 － － － －

計画比 33.3% 0.0% 0.0% － － － －

計画値 379 402 425 352 361 370 388

実績値 340 343 321 － － － －

計画比 89.7% 85.3% 75.5% － － － －

計画値 2450 2450 2450 2300 2300 2450 2450

実績値 2442 1804 890 － － － －

計画比 99.7% 73.6% 36.3% － － － －

計画値 467 495 524 383 421 463 560

実績値 436 399 321 － － － －

計画比 93.4% 80.6% 61.3% － － － －

単位：人/月

通所型サービス

介護予防・生活支援サービス

訪問型サービス

予防訪問サービス

（従来型）

予防生活援助サービス

（区独自緩和型）

指定事業者

シルバー人材

センター

予防通所サービス

（従来型）

はつらつ健康教室

（短期集中型）（※１）

介護予防ケアマネジメント

実績 見込

（※１）はつらつ健康教室の単位は人／年 
※令和２（2020）年度までは区作成資料（令和２（2020）年度のみ 10月末）、令和３（2021）年度以降は区推計資料 

 ただし、はつらつ健康教室および介護予防ケアマネジメントは令和２（2020）年度のみ 12月末 
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②一般介護予防事業  

 

図表 13 一般介護予防事業の実績と見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（※１）セカンドライフ応援セミナーは令和３（2021）年度より一般介護予防事業として実施 
 ※令和２（2020）年度までは区作成資料（令和２（2020）年度のみ 12月末）、令和３（2021）年度以降は区推計資料 

 

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和７年度

（2018年） （2019年） （2020年） (2021年） (2022年） (2023年） (2025年）

20人 20人 20人 20人 20人 20人 20人
15人 14人 9人 － － － －

75.0% 70.0% 45.0% － － － －

調査・検討 60カ所 70カ所

継続実施

団体数

10団体

継続実施

団体数

10団体

継続実施

団体数

12団体

継続実施

団体数

15団体

普及箇所数 開発・周知 82カ所 37カ所 － － － －

継続実施

団体数
開発

継続実施

団体数

14団体

継続実施

団体数

２団体

－ － － －

ー 136.7% 52.9% － － － －

新規8団体 新規8団体 新規8団体 6,332人 6,604人 6,837人 7,043人

新規団体数 5団体 7団体 1団体 － － － －

参加者数 5,365人 6,332人 807人 － － － －

62.5% 87.5% 12.5% － － － －

開催 活動支援 活動支援 － 20人 － 20人

実施状況 開催 活動支援 活動支援 － － － －

参加者数 20人 ー ー － － － －

ー ー ー － － － －

計画値

実績値

計画値

計画比

実績値

地域介護予防活動支援事業

単位：年間

一般介護予防事業

実績 見込

介護予防普及啓発事業

30人 30人 30人 30人

実績値

計画比

計画値

訪問健康づくり

介護予防プログラムの

普及

高齢者通いの場支援事業

「退職後の生き方塾」の開催

および活動支援

セカンドライフ応援セミナー

（※１）

計画値
実績値
計画比

計画比
計画値
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イ  包括的支援事業 

包括的支援事業は、高齢者支援の身近な相談窓口として機能する「地域包括支援セン

ター（おとしより相談センター）の管理運営」、医療的ケアを必要とする在宅療養者や

その家族の在宅療養生活を支援する「在宅医療・介護連携推進事業」、認知症高齢者の

相談体制を強化し、早期発見・早期診断などの支援を行う「認知症施策推進事業」、地

域の実情に応じた地域での助け合い、支え合いを推進する「生活支援体制整備事業」が

あります。 

区ではこれらの事業について、「中央区おとしより相談センター及び中央区地域包括

支援センター運営協議会」を開催し、事業実績の振り返りと新たな事業計画を策定する

ことで、包括的・継続的なケアマネジメントを推進しています。 

 

① 地域包括支援センターの管理運営 

公正・中立な立場から介護予防ケアマネジメント、総合相談・支援、権利擁護、包括

的・継続的ケアマネジメント支援を行う中核機関として、京橋、日本橋、月島の３地域

におとしより相談センター（地域包括支援センター）を設置しています。各センターに

は社会福祉士や主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）、保健師などを配置し、高

齢者や家族の支援を行っています。 

 

 

②地域ケア会議推進事業 

地域住民や医療・福祉・介護関係者等の参加のもと、おとしより相談センターが中心

となり、「普及啓発型地域ケア会議」、「問題解決型地域ケア会議」および「資質向上型

地域ケア会議」を開催しています。関係機関との情報共有や介護保険制度、高齢者福祉

サービスの普及啓発のほか、地域におけるニーズの把握や高齢者個々の事情に応じたき

め細かい支援につなげています。 

 

図表 14 地域ケア会議開催実績 

 平成 30 年度（2018） 令和元年度（2019） 

区 中央区地域ケア会議 1 回      ０回（※１） 

日常 

生活 

圏域 

普及啓発型地域ケア会議 12 回 10 回 

問題解決型地域ケア会議 18 回 28 回 

資質向上型地域ケア会議 1 回      1 回（※１） 

 

  

（※１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、令和元（2019）年度<令和２（2020）年３月>の開催を中止した。 
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② 在宅医療・介護連携推進事業 

医療的ケアを必要とする在宅療養者やその家族の在宅療養生活を支援するため、本区

では平成 21（2009）年度から「中央区在宅療養支援協議会」を設置し、医療機関や

介護サービス事業者等の多職種が連携したネットワークの効果的な運用や在宅療養に

必要な施策等に関しての協議を行っています。 

また、在宅療養を支える専門職の方を対象に、多職種のチームで在宅生活を支えるた

めの課題や支援策について考え、グループワーク等を通したそれぞれの立場からの意見

交換によって多職種の連携強化を図る「在宅療養支援研修」などを実施しています。 

さらに、医療ニーズの高い要介護者向けの緊急ショートステイや在宅療養支援病床の

確保など、高齢者本人やその家族の緊急時に対応する事業を実施することで、切れ目の

ない支援体制を整備しています。 

 

図表 15 在宅医療・介護連携推進事業の実績 

 平成 30 年度（2018） 令和元年度（2019） 

在宅療養支援協議会の開催 2 回 2 回 

 

在宅療養支援研修 

 

6 回 
医療機関・介護事業者向け 

4 回（162 人） 
区民向け 2 回（197 人） 

6 回 
医療機関・介護事業者向け 
4 回（169 人）（※１） 
区民向け 2 回（172 人） 

在宅療養支援病床 67 人（768 日） 45 人（579 日） 

緊急ショートステイ（※２） 2 人（13 日） 1 人（2 日） 

在宅療養支援訪問看護 12 人（22 日） 11 人（20 日） 

  （※１）新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、令和元（2019）年度<令和２（2020）年３月>の開催を中止した。 

 （※２）高齢者要援護対策（区一般会計）として実施 
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④認知症施策推進事業 

認知症地域支援推進員が中心となり、個別訪問や医療機関との連絡調整を緊密に行う

ことで、認知症高齢者の相談体制の強化および早期発見・早期診断などの支援を行って

います。 

認知症高齢者の状態に応じた適切な医療・介護サービス提供の流れをわかりやすく図

示した認知症ケアパス（「備えて安心！認知症」）の配布や、認知症高齢者を地域で支え

る「認知症サポーター」の養成などを実施しています。 

 

図表 16 認知症施策推進事業の実績 

 平成 30 年度（2018） 令和元年度（2019） 

認知症支援コーディネーター・ 

認知症地域支援推進員の配置 ４人 ４人 

相談件数 

（うち訪問件数） 

3,284 件 

（うち訪問 1,085 件） 

3,323 件 

（うち訪問 875 件） 

認知症サポーターの養成 

（※１） 

63 回（2,403 人） 

 

ステップアップ 1 回（20 人） 

52 回（1,971 人） 

（※２） 

ステップアップ 1 回（34 人） 

認知症初期集中支援チームの 

支援件数 ４件 ４件 

 

 

⑤生活支援体制整備事業 

地域の実情に応じた地域での助け合い、支え合いを推進する「生活支援コーディネー

ター」の配置および「協議体（地域支えあいづくり協議体）」の開催により、担い手や

サービスの開発など高齢者の社会参加および生活支援の充実を図っています。 

 

図表 17 生活支援体制整備事業の実績 

 平成 30 年度（2018） 令和元年度（2019） 

生活支援コーディネーターの 

配置 
1 人 ２人 

協議体の開催回数 ２回 ２回 

 

  

（※１）高齢者要援護対策（区一般会計）として実施 

（※２）新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、令和元（2019）年度<令和２（2020）年３月>の開催を中止した。 
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ウ  任意事業 

区の裁量で決定できる事業で、区では「介護給付適正化事業」を実施しています。利

用者に必要なサービスの提供が確保されるよう、ケアプランの点検と実地指導を行って

います。 

 

図表 18 介護給付適正化事業の実績 

 平成 30 年度（2018） 令和元年度（2019） 

ケアプラン点検対象事業所数 8 カ所 ８カ所 

実地指導 26 回 30 回 
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２ 介護保険料 

（ １ ）第７期介護保険事業の財政状況  

ア  保険料収納状況 

第１号被保険者の保険料収納率は平成 30（2018）年度分、令和元（2019）年度

分ともに 98%を超え、計画で見込んでいた収納率 97.68%を若干上回っています。 
 

図表 19 第１号被保険者の保険料収納状況 

 平成 30 年度（2018） 令和元年度（2019） 

調定額 2,053,259,920 円 2,048,392,770 円 

収納額 2,017,499,235 円 2,014,818,340 円 

収納率 98.26％ 98.36％ 
 
 
 

イ 介護保険給付準備基金の積立状況  

介護保険制度では、３年間の計画期間ごとにその期間を通じて同一の保険料を、その

間の介護サービスの見込量に見合うよう設定しており、介護給付費が年々増加している

ことを踏まえると、計画期間の初年度には剰余金が、また最終年度には不足が生じるこ

とが想定されます。そのため、「介護保険給付準備基金」を設け、初年度の剰余金等を

管理しています。 

令和元（2019）年度末現在、基金の積立金残高は 1,038,327 千円となっています。 
 

図表 20 介護保険給付準備基金の積立状況 
 A 

積立金積立額 
B 

積立金取崩額 
A-B 

当年度増減額 積立金残高 

平成 30 年度決算額 97,305 千円 0 千円 97,305 千円 886,185 千円 

 前期繰越額 ‐ ‐ ‐ 788,880 千円 

 余剰による積立金 97,231 千円 ‐ 97,231 千円 ‐ 

 30 年度不足分 ‐ 0 千円 0 千円 ‐ 

 利子 74 千円 ‐ 74 千円 ‐ 

令和元年度決算額 152,142 千円 0 千円 152,142 千円 1,038,327千円 

 余剰による積立金 152,068 千円 ‐ 152,068 千円 ‐ 

 元年度不足分 ‐ 0 千円 0 千円 ‐ 

 利子 74 千円 ‐ 74 千円 ‐ 
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図表 21 介護保険給付準備基金の推移 

 

 

  

155,514 
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200,000 

800,000 

1,200,000 

0 

100,000 

600,000 

1,000,000 

（千円） 

ウ 保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金 

区市町村が行う自立支援・重度化防止の取組に対し、年度ごとに定められた評価指標

の達成状況（評価指標の総合得点）に応じて、国から交付金を受けられる制度です。 

 第７期の交付金額は、58,944千円となっています。 

※保険者機能強化推進交付金は、平成 30（2018）年度に創設。 

介護保険保険者努力支援交付金は、令和２（2020）年度に創設。 

 

【参考（令和２（2020）年度評価指標）】 

Ⅰ ＰＤＣＡサイクル体制等の構築 

Ⅱ 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進 

Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進 
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（ ２ ）介護サービス事業費等の実績と見込み 

ア 保険給付費支出額の実績と見込み 

①第７期の保険給付費支出額  

要介護・要支援認定者数およびサービスの利用実績が計画値を下回っていることから、

保険給付費についても下回っており、各年度の計画比の実績は平成 30（2018）年度

が 95.1％、令和元（2019）年度が 92.8％となっています。 

 

図表 22 標準給付費の計画値と実績値の比較 
 平成 30 年度 

（2018） 
令和元年度 
（2019） 

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 

総給付費 

（※1） 

7,250,534 

千円 

6,931,150 

千円 

95.6％ 7,643,251

千円 

7,078,639

千円 

92.6％ 

 在宅 
サービス費 
（※2） 

3,929,041

千円 

3,666,286

千円 

93.3％ 4,217,276

千円 

3,803,918 

千円 

90.2％ 

 居住系 
サービス費 
（※3） 

1,377,931

千円 

1,363,141

千円 

98.9％ 1,455,655

千円 

1,401,571

千円 

96.3％ 

 施設 
サービス費 
（※4） 

1,943,562

千円 

1,901,723

千円 

97.8％ 1,970,320

千円 

1,873,150

千円 

95.1％ 

その他給付費 

（※5） 

415,378 

千円 

358,164 

千円 

86.2％ 437,877 

千円 

421,650 

千円 

96.3％ 

標準給付費計 7,665,913

千円 

7,289,314

千円 

95.1％ 8,081,128

千円 

7,500,289

千円 

92.8％ 

 

 

 

  

（※１）各年度の計画値は、一定所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額を反映させているため、第７期計画の見込み

額と一致しない。 

（※２）在宅サービス費…訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通

所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入費、住宅改修費、

居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所

介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 

（※３）居住系サービス費…特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 

（※４）施設サービス費… 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 
（※５）その他給付費…特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料 

（注） 千円単位で掲載しているため、表中の数値を計算しても合計が一致しない場合がある。 
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②第８期の介護サービス事業費等の見込み 

高齢化の進展による要介護・要支援認定者数の増加に伴い、介護給付の増加が見込ま

れます。第 7期までの保険給付の実績を踏まえ、令和３（2021）年度から令和５（2023）

年度までの３年間に見込まれる標準給付費総額はおよそ 252 億円です。 

 

図表 23 標準給付費の見込み 
 令和 3 年度 

（2021） 
令和 4 年度 
（2022） 

令和 5 年度 
（2023） 

合計 

総給付費 7,723,286 

千円  

8,057,931 

千円  

8,360,898 

千円  

24,142,115

千円 

 在宅サービス費（※１） 4,075,690 

千円  

4,197,771 

千円  

4,405,557 

千円  

12,679,018

千円  

 居住系サービス費（※２） 1,574,355 

千円  

1,751,335 

千円  

1,810,437 

千円  

5,136,127 

千円  

 施設サービス費（※３） 2,073,241 

千円  

2,108,825 

千円  

2,144,904 

千円  

6,326,970 

千円  

その他給付費（※４） 341,341 

千円  

335,645 

千円  

349,930 

千円  

1,026,916 

千円  

標準給付費 計 8,064,627 

千円  

8,393,576 

千円  

8,710,828 

千円  

25,169,031

千円   
 

  
（※１）在宅サービス費…訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通

所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具購入費、住宅改修費、

居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所

介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 

（※２）居住系サービス費…特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 

（※３）施設サービス費… 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設 

（※４）その他給付費…特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料 
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イ 地域支援事業の支出額の実績と見込み 

①第７期の地域支援事業費支出額  

保険給付費と同様に保険料の算定基礎となる地域支援事業費の支出額はサービスの

利用実績が計画値を下回っていることから、地域支援事業費も下回っており、各年度の

計画比の実績は平成 30（2018）年度 91.7％、令和元（2019）年度が 83.2％とな

っています。 

 

図表 24 地域支援事業費の計画値と実績値の比較 
 平成 30年度 

（2018） 
令和元年度 
（2019） 

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 

地域支援事業費 414,688

千円 

380,321

千円 

91.7％ 467,107

千円 

388,515

千円 

83.2％ 

 介護予防・ 

日常生活支援 

総合事業費 

218,525

千円 

190,716

千円 

87.3％ 247,471

千円 

189,448

千円 

76.6％ 

 包括的支援事業・ 

任意事業費（※１） 

196,163

千円 

189,604

千円 

96.7％ 219,636

千円 

199,067

千円 

90.６％ 

 

 

 

 

②第８期の地域支援事業費の見込み 

介護予防の総合的な推進、高齢者の在宅生活を地域で支える仕組みづくりのための地

域支援事業にかかる費用は、高齢者人口の伸びに合わせて増加し、令和３（2021）年

度から令和５（2023）年度までの３年間に見込まれる地域支援事業費はおよそ 12.2

億円です。 

 

図表 25 地域支援事業費の見込み 
 令和 3年度 

（2021） 
令和 4年度 
（2022） 

令和 5年度 
（2023） 

合計 

地域支援事業費 404,746 

千円  

407,166 

千円  

409,846 

千円  

1,221,757 

千円 

 介護予防・ 

日常生活支援 

総合事業費 

189,448 

千円  

189,448 

千円  

189,448 

千円  

568,344 

千円 

 包括的支援事業・ 

任意事業費（※１） 

215,298 

千円  

217,718 

千円  

220,398 

千円  

653,413 

千円  

 

  

（※１）「地域包括支援センターの管理運営」「地域ケア会議推進事業」「在宅医療・介護連携推進事業」「認知症施策推進事業」 

「生活支援体制整備事業」および「介護給付適正化事業」の実施にかかる事業費 

（注） 千円単位で掲載しているため、表中の数値を計算しても合計が一致しない場合がある。 

 

（※１）「地域包括支援センターの管理運営」「地域ケア会議推進事業」「在宅医療・介護連携推進事業」「認知症施策推進事業」 

「生活支援体制整備事業」および「介護給付適正化事業」の実施にかかる事業費 

（注） 千円単位で掲載しているため、表中の数値を計算しても合計が一致しない場合がある。 
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（ ３ ）財源構成および第１号被保険者介護保険料 

ア 介護給付費等の財源構成  

介護給付費等の財源は、利用者負担分を除いた保険給付費および地域支援事業費を公

費（国・都・区）および 40 歳以上の被保険者の保険料で賄う仕組みとなっています。 

第８期の第１号被保険者（65 歳以上）の負担割合は 23％、第２号被保険者（40～

64 歳）の保険料は 27%で、第７期と同じ割合です。 

 

図表 26 介護保険給付費の財源構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 27 地域支援事業費の財源構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

保
険
料

公

費

第１号保険料
23.0%

第２号保険料
27.0%

区市町村
12.5%

都
17.5%

国
20.0%

施設等給付費

保
険
料

公

費

第１号保険料
23.0%

第２号保険料
27.0%区市町村

12.5%

都
12.5%

国
25.0%

居宅給付費

保
険
料

公

費

第１号保険料
23.0%

第２号保険料
27.0%区市町村

12.5%

都
12.5%

国
25.0%

介護予防・日常生活支援総合事業費

保険料

公 費

第１号保険料
23.00%

第２号保険料
0.00%

区市町村
19.25%

都
19.25%

国
38.50%

包括的支援事業費・任意事業費

※国の負担割合には調整交付金（全国平均５%）が含まれる。（包括的支援事業費・任意事業費を除く） 
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イ 第８期介護保険料基準額の設定 

65 歳以上の第１号介護保険料は、区市町村（保険者）ごとに決められ、その区市町

村の被保険者が利用する介護保険サービスの水準を反映した金額になります。介護サー

ビスの利用見込量が増加すれば保険料は上がり、利用量が減少すれば下がる仕組みとな

っています。 

本区においても、高齢化の進展による要介護・要支援認定者数の増加に伴う介護給付

費の増加等により、保険料水準の上昇が見込まれます。 

第８期計画期間に見込まれる総給付費から算出した第１号被保険者の第８期保険料

基準額は月額●,●●●円と推計されます。 

一方で、介護保険事業のこれまでの第１号保険料の余剰金を預金利子も含めて介護保

険給付準備基金で管理しており、第７期末時点での基金残高は約●億円と見込んでいま

す。そのうち約●億円を活用することにより基準額を●円軽減し、第８期介護保険料基

準額を●円とすることにしました。 

 

 

  

第８期 

保険料基準額 
第８期の介護サービスの総費用のうち第１号被保険者負担分 

３年×12カ月×中央区の第１号被保険者数 

（月額） 

※基本的に上記算出式によるが、年齢区分別高齢者数、第１号被保険者の所得分布、

介護保険給付準備基金の活用により最終的に決定 

●,●●● 

円 円 
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ウ 負担能力に応じた区独自の保険料段階設定 

第１号保険料は被保険者の所得に応じて段階的に定められます。第８期で国が標準と

する９段階から、本区は負担能力に応じたより細かな段階、保険料率を設定しています。 

 

図表 28 負担能力に応じた区独自の保険料段階設定 
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階

第
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階

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

基準段階に対する割合を

国の標準割合より区独自に緩和

負担能力に応じた段階に見直し、

区独自に設定

（第11段階～第16段階）

公費負担による軽減分

2,000

万円

120

万円

210

万円

320

万円

350

万円

1,000

万円

1,500

万円

2,500

万円

750

万円

500

万円

検討中 



 

119 

 

エ 第８期の所得段階別介護保険料 

 

図表 29 第８期の所得段階別介護保険料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（※1） 介護保健制度上の公費による軽減を含む 

（※2） 第７期の第７段階対象者は、本人が区民税課税で合計所得金額が 120万円以上 200万円未満の方 

（※3） 第７期の第８段階対象者は、本人が区民税課税で合計所得金額が 200万円以上 300万円未満の方 

（※4） 第７期の第９段階対象者は、本人が区民税課税で合計所得金額が 300万円以上 300万円未満の方 

 

 

保険料段階 保険料率
年間保険料
（月額）

保険料
段階

保険料
率

年間保険料
（月額）

28,440円 28,440円

（2,370円） （2,370円）

49,680円 49,680円

（4,140円） （4,140円）

53,280円 53,280円

（4,440円） （4,440円）

63,960円 63,960円

（5,330円） （5,330円）

71,040円 71,040円

（5,920円） （5,920円）

81,720円 81,720円

（6,810円） （6,810円）

86,640円 86,640円

（7,220円） （7,220円）

102,960円 102,960円

（8,580円） （8,580円）

106,560円 106,560円

（8,880円） （8,880円）

120,720円 120,720円

（10,060円） （10,060円）

142,080円 142,080円

（11,840円） （11,840円）

163,440円 163,440円

（13,620円） （13,620円）

184,680円 184,680円

（15,390円） （15,390円）

206,040円 206,040円

（17,170円） （17,170円）

234,480円 227,280円

（19,540円） （18,940円）

262,800円 262,800円

（21,900円） （21,900円）

1.70

2.00

2.30

2.60

3.70第16段階

2.90

第９段階

第10段階

3.70
合計所得金額が

2,500万円以上の方

第５段階

（基準額）

第14段階

第15段階

2.90

合計所得金額が

1,500万円以上

2,000万円未満の方
合計所得金額が

2,000万円以上   （※5）

2,500万円未満の方

3.30

合計所得金額が

1,000万円以上

1,500万円未満の方

第11段階

第12段階

第13段階

1.50

合計所得金額が

120万円以上

210万円未満の方（※２）

1.22 第７段階

第８段階1.45

合計所得金額が

210万円以上

320万円未満の方（※３）

第８段階

合計所得金額が

320万円以上

350万円未満の方（※４）

合計所得金額が

350万円以上

500万円未満の方
合計所得金額が

500万円以上

750万円未満の方
合計所得金額が

750万円以上

1,000万円未満の方

1.22

1.45

1.50

1.70

3.20

2.00

2.30

2.60

1.00

1.15
合計所得金額が

120万円未満の方

0.70

0.75

0.90

1.00

1.15

第２段階

第３段階

第４段階

第６段階

第16段階

世帯全員が

区民税

非課税

本人が区民税非

課税で

世帯員に区民税

課税の方がいる

場合

本人が

区民税課税

第10段階

第11段階

第12段階

第13段階

第14段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

（基準額）

第６段階

第７段階

第９段階

第８期：令和3（2021）～5（2023）年度 第７期
平成30(2018)～令和２(2020)年度

対象者

第1段階

第15段階

0.25

(※１)
第1段階

0.40

(※１)

・生活保護を受給している方

・老齢福祉年金を受給していて世帯全員が区民

　税非課税の方

・世帯全員が区民税非課税かつ本人の合計所得

　金額＋公的年金収入額が80万円以下の方

本人の合計所得金額＋

公的年金収入額が

120万円以下の方
本人の合計所得金額＋

公的年金収入額が

120万円を超える方
本人の合計所得金額＋

公的年金収入額が

80万円以下の方
本人の合計所得金額＋

公的年金収入額が

80万円を超える方

0.45

(※１)

0.70

(※１)

0.90

検討中 
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３ 令和 7（2025）年、令和22（2040）年の介護保険の

状況 

第８期介護保険事業計画では、団塊世代のすべてが 75 歳以上の後期高齢者となる令

和７（2025）年および団塊ジュニア世代が 65 歳以上の高齢者となる令和 22（2040）

年を見据えた中長期的な視点に基づき計画を定めています。 

区内の第１号被保険者数（65 歳以上）は、令和７（2025）年には約２万８千人、

要介護・要支援認定者数（第１号被保険者のみ）は約５千８百人と推計され、団塊ジュ

ニア世代を含む本区人口の４割を占める 30～40 歳代が令和 22（2040）年に向かっ

て壮年期から高齢期に順次移行していくことにより、高齢者人口の増加がさらに進み、

今後も要介護・要支援認定者が増加し、介護需要がより一層高まると見込まれます。 

また、第１号被保険者が負担する保険料額については、このままの要介護・要支援認

定者数の伸びが続けば、令和７年（2025 年）には月額基準額が約 6,600 円まで上昇

する見込みです。 

区は保険者として、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、「地

域包括ケアシステム」（健康づくり（介護予防）、生活支援、認知症ケア、医療、介護、

住まいが一体的・継続的に提供される体制）を確立する一方、介護予防の強化、自立支

援・重度化防止の推進、介護給付の適正化に取り組み、介護給付費の抑制に努めていき

ます。 
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